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午後 １時３０分開会 

○山口事務局長 それでは、定刻の午後１時３０分が参りましたので、ただいまから第９

回世羅郡三町合併協議会を開催させていただきます。 

 本日は皆さんにはお忙しい中、第９回協議会にご出席いただきましてまことにありがと

うございます。 

 会長あいさつの前に、本日の会議の出席状況についてご報告いたします。 

 本日の委員の出席者数は、委員総数３６名のうち３３名となっております。したがっ

て、本日の会議は協議会規約第１１条第１項の規定により、会議が成立していることをご

報告いたします。 

 それでは、協議会会長の上本世羅西町長がごあいさつを申し上げます。 

○上本会長 みなさんこんにちは。第９回合併協議会の開催に当たり、一言ごあいさつ申

し上げます。 

 ただいまは梅雨の真っただ中にあり、委員の皆さんにおかれましてはいかがお過ごしで

ありましたか。今年は今日までにもう台風が２度も襲来しておりますし、地球環境も少し

狂いが生じているかというようなことも懸念しますが、皆さんはどう思われているかとい

うふうに思います。 

 また、本日も尾三地域事務所長様にはご同席いただきまして、顧問としてご指導いただ

きますことをまことにありがたく、お礼申し上げます。 

 さて、本来の合併は、まずリーダーがおられてその上で議論をつないで構成していくと

いう協議会のあり方が正しいようにも思うところですが、広い意味での民主的運営と言え

ども、発言においては結果的にエゴになっていないか、みずから立ちどまって検証してみ

ることもあってよいと思っております。もちろんエゴという表現は適切を欠く場合もあり

ますが、ストレートさにおいてはこれにまさるものはないとしてあえて使っております。

特定して申し上げているのではないのでお許しください。 

 今日こうした合併ということは、日本全体でも、国も地方も未曾有の大借金を抱えてい

るということに端を発しております。小泉首相を初め政治家も国家官僚も、隗より始めよ

の例えどおり、みずからをいさめ、しかる後に国民に痛みを伴ってもらうのが筋だと思う

のですが、その辺の本当の危機意識があるのかと、真剣さがあるのかというを疑いたくな

る昨今であります。それには、今日の税制改革の議論もそうでありますし、地方改革への

三位一体の議論を聞く限り、これは大したことにはならない、何もよくならないというよ
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うなことを思って寂しくなります。 

 そこで、私少し踏み込んで、踏み込んでというより脇道へそれた発言をしますが、明治

維新を引き起こしたかの吉田松陰が安政の大獄で連座されたときに、獄中から門下生に草

莽崛起せよと言う言葉で檄を飛ばされたことを物の本で読んだことを思い出します。意味

は、国とか偉い人に頼ったり、知られざる草木のような、あくまでも名もない自分たちが

改革をせよということを呼びかけた言葉であります。それには、改革しようとするみずか

らが私利私欲を捨てて人間を鍛え直して、しかる後民たちを啓蒙していくとすれば、基本

はあくまでも一人一人の人間力によるということであります。自分には何かが足りないの

ではということを常に問いかけて議論していただければ、相手方のおっしゃっておる提言

もより素直に聞こえてくるのではと。今日も要らぬ愚痴めいたことを申し上げて恐縮する

ものです。本日もよろしくお願いいたします。 

 以上で開会のあいさつとします。 

○山口事務局長 ありがとうございました。 

 それでは、規約第１１条第２項により、会長が会議の議長となるとなっていますので、

以後の進行につきましては会長と交代をいたします。 

○上本会長 それでは、規約の定めによりまして、これより会長が議長となって議事を進

めさせていただきます。 

 次第３、（１）の会議録署名委員の指名について、世羅郡三町合併協議会会議運営規程

第８条の会議録署名委員の指名を行いたいと思います。 

 それでは、会議録署名委員の指名は、まことに僣越でございますが、順番で各町から１

名その都度指名させていただくということで、本日第９回協議会の会議録署名委員には、

３町の学識経験者の方にお願いしたいと思います。甲山町荒瀬委員、世羅町松村委員、世

羅西町三木委員の３名の方を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 続いて、次第３、（２）の報告事項に移ります。 

 報告第２０号の第４回新町名称候補選定小委員会について、小委員会からの報告をお願

いいたします。 

 井上委員長。 

○井上（忠）委員 それでは失礼します。議長の許しを得ましたので、第４回新町名称候

補選定小委員会についてという議案で報告させていただきます。 

 第４回新町名称候補選定小委員会を次のとおり開催したので報告する。 
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 平成１５年６月２５日提出。新町名称候補選定小委員会委員長井上忠則。 

 日時は、平成１５年６月６日金曜日、午後１時３０分より午後４時２０分まで会議を開

いております。 

 場所といたしましては、広島県尾三地域事務所世羅分庁舎２階会議室であります。 

 出席状況、委員総数１５名中、出席委員１４名であります。 

 審議内容につきましては、まず前回選挙によりまして委員が変わられましたので、副委

員長の選任についてということを審議いたしました。小委員会規則第４条第２項に基づ

き、次のとおり選任いたしました。副委員長に小川信晃委員を指名いたしております。 

 ２といたしまして、新町名称候補の選定についてということで審議をいたしました。公

募の結果について、別紙の集計表のとおり確認をしております。後ほど別紙については説

明をさせていただきます。 

 その中で、名称候補の選定についてということでお話をさせていただきました。協議会

に報告する新町名称候補の選定方法等について協議を行いました。応募のあった作品のう

ちから小委員会委員がそれぞれ５作品を選定したものを次回小委員会に持ち寄ります。そ

して、選定理由などの意見交換を委員全員が十分行った上で協議会へ報告する。５候補を

絞り込む等を確認し、継続審議といたしております。 

 次回の小委員会の開催日程ですが、平成１５年７月２日水曜日、午後１時３０分より、

場所は広島県尾三地域事務所世羅分庁舎２階会議室において行うことを決めております。 

 別紙の説明をさせていただきます。 

 応募総数でありますが、応募総数は９０４ございました。そのうち有効数７１８、無効

数の中の詳細に書いてあります、複数応募等で１４、必須記入なしが１７２ということ

で、有効総数が７１８となっております。 

 応募方法別応募数の集計であります。これは総数であります。応募はがきによります応

募が６５７、官製はがきが１４１、ホームページが１０６で合計９０４となっておりま

す。 

 それから資格別応募数集計であります。これもすべて総数であります。郡内居住者が７

５６、郡内通勤、通学者が５、郡内出身者７２、不明７１、総数が９０４となっておりま

す。 

 それから、有効の部分で応募方法別応募数集計が、応募はがきが５３８、官製はがきが

９０、ホームページ９０、合計有効総数の７１８となってます。そして、応募資格別応募



- 4 - 

数集計、これはすべて有効の部分だけですが、郡内居住者が６５９、郡内通勤、通学者

５、郡内出身者５４、合計７１８となってます。 

 今現在、それぞれの小委員会の委員の方々に応募のされた集計をしたものをお持ち帰り

いただきまして、それぞれの委員で５候補を選んでいただきまして今日までにすべての方

に提出いただいて、集計をした後に７月２日に小委員会を開催するようにしております。 

 以上であります。 

○上本会長 ただいま委員長から報告がありましたことで、委員の皆さんの中で何かご質

問、ご意見がございますでしょうか。 

 寺田委員。 

○寺田委員 応募対象総数は何人おられるんでしょうか。応募することのできる人数のこ

とです。 

○井上（忠）委員 総数といいますと郡内居住者あるいは通勤者、出身者等々であります

ので、非常に集計がこちらの事務局としては困難でありますので、その総数については明

確にはなっておりません。 

○上本会長 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、第４回新町名称候補選定小委員会の報告については委員

長の報告のとおりご確認いただいたということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 それでは続いて、次第３の（３）の協議事項に移ります。 

 協議第１２号の２新町の事務所の位置については継続協議となっておりますので、直ち

に協議に入ります。このことにつきまして委員の皆さんから何かご意見ございますでしょ

うか。 

 徳光委員。 

○徳光委員 世羅町の２号委員であります徳光でございます。 

 新町の事務所の位置については、新町の事務所の位置候補地選定小委員会において数回

にわたって審議されてきております。当協議会に報告され、前回の合併協議会で協議され

たところでありますが、多くの委員の方々からいろいろな角度からのご意見が出され、今
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協議会に継続して協議することとなっているところであります。 

 さて、世羅町議会におきまして、去る６月１１日から２０日までの間、第２回議会定例

会において議長を除きます議員１３人で構成する合併調査特別委員会において、合併協議

会の議論の推移や地域住民等いろいろなご意見や要望を踏まえながら、新町事務所の位置

について審議してきたところであります。以下、主な意見や主張を４点につき紹介いたし

ますと、まず第１に、行政機能の分散化を余儀なくされている世羅町役場の例を出すまで

もございませんが、住民サービスを第一と考えるなら、広範な住民サービスを提供するよ

りどころとなる庁舎には、可能な限り多くの行政機能を集積させることが住民にとってよ

り利便性の高いことは当然であります。つまり、住民の側から本庁舎に行けばほとんどの

行政機能が果たされる、また行政サービスが受けられることが極めて重要であるとの視点

から、合併協議をする際には将来理想的な事務所の位置について、多方面から総合的に議

論をしっかりしておくべきであります。 

 また、合併後新しく選ばれる町長や議会において、このことの議論は是非とも必要であ

るので、議論の余地を確保しておくべきであります。 

 また、小委員会の審議の過程においては、協議会において合併の期日が平成１６年１０

月１日と既に確認されており、小委員会においては当面における事務所の位置の議論を優

先すべきであるとの議論もあったやに聞き及んでいます。 

 今後、理想的な事務所の位置の考え方については、将来にわたって研究、検討すること

が重要である。 

 第２に、合併の一つの目的であるコスト削減という視点に重きを置けば、現在３町の人

口は約２万人弱、東西約１８キロメートル、南北約１０キロメートル、面積約２８０平方

キロメートル程度の極めて規模の小さい市町村において支所を設置する必要があるのか。

将来にわたって支所の設置の可否については、社会経済状況によって時代に即応して議論

が可能な状況も必要ではないのか。固定的にとらえておくと回り回ってその負担は町民に

かかってくることも認識しておくことも重要である。 

 第３に、現段階では事務機構や組織については調査研究、検討がされていると聞き及ん

でいますが、具体的な住民サービス体制の姿が見えてこないので、住民に不安や不信が増

幅されやすい状況であり、協議会において協議の進捗度合いも絡むとは思われますが、可

能であれば、事務所の位置と職員配置までも含めた事務機構、組織のあり方について並行

して協議すべきではないのか。 
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 第４に、新町の事務所選定小委員会の報告に、スペース的な問題から生じる個別部署の

配置については３町の執行部に委ねるべきで、小委員会や協議会で審議、協議するのは適

当でないとの意見が多く、小委員会では審議しないこととしたとあり、世羅町民のよりど

ころである現在の世羅町役場庁舎や土地の有効活用策について何ら議論されず、またその

方向性も示されていません。このままで世羅町民の理解と協力が得られるのか、などが出

されたところであります。もちろん、そのほかにも多くの議員からの多様な意見が出さ

れ、激しい議論ややりとりとなったところであります。 

 前置きが長くなりましたが、結果といたしまして、世羅町議会合併調査特別委員会の中

間報告といたしましては、「世羅町議会としては庁舎、支所を含め、当面という言葉を入

れることを要望する。」とのまとめがなされたところであります。もちろん、現在小委員

会で審議の結果報告、提案された案を否定するものではありませんが、世羅郡３町が合併

に向け円満に協議が進み、夢の多い、将来理想的な新しい町となることを念願するのは申

すまでもありません。合併後２０年、３０年経過しますと、人口も１万五、六千人、十数

年後には高齢化率４０％台、また現在３町の出生数１３０人、これらを総合的に考えてみ

ますときに、合併後１０年、１５年経ますと非常に厳しい財政状況が予測されています。 

 以上、世羅町議会の要望を申し述べ、ご一考をくださるよう提案するものであります。 

 なお、この扱いにつきましては、当協議会のまとめ役でもございます３町の行政執行者

で合併協議会の会長、副会長であられます３町長に委ねたいと考えますので、よろしくお

願い申し上げます。 

○上本会長 徳光委員のご意見を今賜っております。ただいま徳光委員の申されたことに

対して、関連またそれに対しての発言があればお願いいたします。 

 井口委員。 

○井口委員 甲山町の井口です。議会の意見を聞くとおっしゃりましたが、それでは合併

協議会の小委員会の位置づけ、どのようにお考えなんでしょうか。それは必要でないよう

な感じに受け取れたわけですが。 

○上本会長 それは徳光委員に対してのご意見ですか。 

○井口委員 世羅町議会ですね、これは、議会からのまとめの発表でしょうから。合併小

委員会をどのようにお考えなのか。 

○上本会長 井口委員から今のような発言ございましたが、徳光委員、そのことについて

お答えされますか、しませんか。 
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○徳光委員 回答になるかどうかわかりませんが、小委員会はあくまでも尊重してきたつ

もりでありますが、秘密会ということでもございますし、議論をする場が余りにもこの場

で少なかったのです。ただ今私が申し上げましたのは、世羅町議会として継続審議とさせ

ていただいておりますので、継続審議をした以上はそれについての答弁が、といいます

か、回答を私が読まさせていただいたと。別に小委員会を無視しておるつもりはございま

せん。尊重しております。 

○上本会長 以上でございます。 

 ほかに。ご提言またご意見ございますか。 

 井口委員。 

○井口委員 それでは、３町の町長にゆだねられたということはどのようなことで解釈し

たらよろしいんでしょうか。 

○上本会長 そのことにつきましても、皆さん方のご意見をまとめる中で、全員の中でそ

ういうことになればそういう方法もとらざるを得ないと思いますが、現状の中ではまだ皆

さんの確認はできてないというように思ってございます。 

 ご意見ありませんでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 甲山町の黒木でございます。今の徳光委員の発言に対しての意見でございま

すか。それとも私の意見を申し上げてもよろしいわけでございますか。 

○上本会長 特定の人の意見だけをということでなしに、いろんな意味合いの中で発言、

要するに関連でもようございますし、自分はこう思うんだとかということもあってもいい

んだろうと。その中でお互いこうしてどこかで結果をまとめていくという運営にするべき

だろうと思いますので、そういうのをどんどん。 

○黒木委員 はい、わかりました。それでは、私の意見を申させていただきます。 

 なぜ今合併なのかという大前提を踏まえてみますと、我々初心に返って考えてみる必要

があるんじゃなかろうか。合併の段階で事務所の位置を決めるに当たりまして、当面どこ

がよいかと判断すれば、現にある３町の役場を比較して考えてみますと、小委員会からの

報告どおり現甲山町役場が適当であろうと思うわけです。わずか５００メートルしか離れ

ていないところに世羅町役場があるわけですから、言ってみれば同一敷地内に別棟の庁舎

があるようなものではないかと思います。そこを有効的に使用することにより、一定の事

務を取り扱う事務所を置くことができると思うわけです。 
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 また、今審議しています４０項目の協定項目中の８番目に、事務機構及び組織という項

目ございますが、この中で具体的な内容が協議され、本庁や支所の組織が検討をされるこ

とが明らかになっております。１３年度末において普通会計だけで２００億円もの債務を

抱えている３町が合併により財政的に明るい未来が開けた段階で、新しい町の我が家を建

てようというようなことになれば、その時点でどこにしたらよいのか、皆さんが知恵を出

せばよいと思うわけです。それまでの母屋が甲山町の庁舎であるというふうに考えればよ

いのではないでしょうか。 

 小委員会の議論の中でも意見が出たようでありますし、未来永劫ではなく、合併するに

当たって当面あるいは当分の間、新町の事務所は甲山町に置くという意味合いが含まれて

いるというふうに承知しております。ここにいる皆さんが確認し合えばそれでよいのでは

ないでしょうか。 

 前回の協議会の中で委員の皆さんからもたくさんの意見が出ました。それぞれニュアン

スの違いはあっても、小委員会の報告どおり甲山町役場に本庁を、世羅西町役場に支所

を、ということが適当だと考えていらっしゃるようですし、私もそのように思うわけで

す。 

 以上が徳光委員が先ほど言われたことに対しての私の意見でもございますし、以上申し

上げて失礼いたします。 

○上本会長 いろいろ発言いただいてる、前回発言してない方もいらっしゃったというこ

とで、もしあえて発言しようとされれば積極的に発言も願いたいと思いますが。それはそ

れとして、ほかにご意見ございますでしょうか。 

 溝上委員。 

○溝上委員 世羅西の溝上です。私は小委員会がいろいろ検討された中で、今考えられる

一番いい方法を選択されたものと思います。非常に長いスパンといいますか、２０年、３

０年後というのは、今我々がここで議論できる範疇ではないと思います。１年半後に合併

が迫っておるその中で、やはりいろいろ議論されて一番現実的な結論を出されたのだと思

っておりますので、小委員会の意見に賛成いたします。 

○上本会長 ほかに発言はございませんか。 

 いろいろ議論をいただいてございまして、結論めいたことを申し上げるわけじゃないん

ですが、小委員会の報告は小委員会として納得できる。そうはいっても、世羅の庁舎につ

きましての取り扱いについてこれに触れてないと、そこに少しはあって、将来においてと
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いう、先ほど黒木委員がおっしゃった中でも、合併が順調に進む中で将来においてまた新

たなこの新町の事務所の位置というようことについてを決めていくという文言ですかね、

そういうふうなものがこの提案の中にあれば少しは素直に皆さん方のご理解もいただける

場合があるのかなというようなことも思いますが、そこら辺のことを含めた中で、さらに

踏み込んで皆さん方のご意見がありますれば発言いただきたいと思います。 

 流れとして、もう小委員会の報告はこれでもうえかろうというもんがあるんですが、一

方ではそうはいってもこの内容だけでは少し不満だという意見がかなり出てきておるのも

あるわけですから、そこら辺の調整の仕方をどうするかという問題がございますし、こう

いうことについての発言をもっと踏み込んでしていただければうれしいわけですが、いか

がでしょうか。 

 奥田委員。 

○奥田委員 失礼します。世羅西の奥田です。前回の会議のときにちょっと言いたいなと

思ったんですが、ちょっと言うべきか悪いべきか、言わぬべきかというところで悩みまし

た。 

 委員会の方の報告として、いわゆる協議会の方へ提出した書類というもの、これが会長

名で提案をされるのであれば、その答弁に至っては私は協議会の会長の方からきちっとす

べきじゃないかというふうにちょっと思ったんですが、それがいいのだろうか悪いのだろ

うかという考えもあります。委員会の方で一々それを答えなくても、提案されておるので

あれば、この内容については既にもう会長の方できちっと提案してもよいだろうというこ

とで委員会から報告を受けられてるんじゃないかと思います。私も提案された意見という

か、ことについては大変納得しとるわけで、これでいいとは思いますが、そういった答弁

については委員会の方へ差し戻しとかする必要がないというふうに考えたわけで、ちょっ

とそういう発言をさせていただきます。 

○上本会長 流れとして、事務局の方よりちょっとお答えさせていただきます。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 奥田委員のご意見に対してご説明を申し上げます。 

 この小委員会の報告を受けまして会長が提案をしているということで、会長が一定程度

整理をされるべきであろうというご意見をいただいたわけですけれども、これは協議会の

場でも提案時にご説明を申し上げておりますとおり、委員会報告をいただきまして、これ

は他の協議項目と同じような形で協議をしていく事項であるということで、形式的に会長
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が提案をするということで、次回の協議会で協議をすることとなりますということでご説

明を申し上げたというふうに思っております。したがいまして、小委員会で出された報告

につきましては、もちろん小委員会の方へこの協議会の委員さんが質問になることは、小

委員会ではどうあったのかとかというご意見も当然小委員会の中での報告を受けながらご

意見を交わしていただければということで、委員会報告のときには一応小委員会から報告

があった段階で質問という形で会長が進められたと思いますけども、そういった中で質問

で一定程度理解されて、おのおの協議会の委員さんの考えをこの協議会の場で、事務所の

位置についてはどうあるべきかということを、協議会委員全員の皆さんで一定の整理をさ

れることが望ましい協議会のあり方であろうということであります。したがいまして、も

う一度言いますが、協議会に会長が提案をしてるというのは、あくまでもこれは他の協議

項目と同じような形式的に委員会報告を受けて形式的な会長が提案をしてるということで

ご理解いただきたいと。 

 以上です。 

○上本会長 流れは固く言えばそういうふうになるわけですが、こうした議論はあくまで

もこの３６名の委員の中でしっかり気持ちをつないでいくということに、最終的にはそこ

につなげていく必要があるというふうに思います。ですから、発言がいろんな場合で食い

違う場合もございますし、そういうときにはいろんな角度からのご意見をいただくことに

よってまとめといいますか、そういう確認の作業に進めるように、ひとつ皆さん方も積極

的に発言してご協力いただきたいと思います。 

 梶川委員。 

○梶川委員 先ほど徳光委員の方からお話聞かせていただいたんですけども、今の位置が

本当にベストの位置と思いますし、それから支所というのは今のコストの問題等も、非常

に論議されてない問題があります。ですが、やはりコストを考えた場合、今までの委員さ

んの位置でよかろうというように思うんです。ですが、将来にわたってのものではない。

したがって、当面という文言が入れば適当じゃないんかなあというように思うんです。と

いうことは、当面ということが入るということは、本当にベストの位置ではない、支所が

要らない位置でもありますし、そういうものを決めることもできない、そうすると当面と

いうことで将来また必要になってくれば議論されればいいわけで、今決めつけておく必要

はないと、当面でいいんじゃないかなと、私はそう思います。 

○上本会長 ほかに発言がございますか。 
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石岡委員。 

○石岡委員 甲山の石岡でございます。今、黒木さんそして梶川さん言われたんで、私は

それでおおむね納得いくのならいいんじゃろうと思いますが、さっきの質問の中で世羅西

の支所が云々というようなことも、ほかのことがあったと思うんですが、必要ないんじゃ

ないかというようなことじゃったろう思っとるんですが、その点がもし、当面だけで納得

いくというんなら、経過報告をされただけのことでしょうが、あれのことについてはずっ

と残るんかどうか、それを確認する必要があるんじゃないんかと思うんですが。もし、当

面という言葉を入れれるんならそれでいいよと、だがしかし、世羅西町の支所はいけんの

んだよというのも残るのかどうかとか。 

○上本会長 今、石岡委員のおっしゃったことは、徳光委員の議会の中の議論の中の説明

がございましたんで、それをまとめた中で云々は最後にあったと思うんですが、その議会

で議論なかった中身も引き継ぐのかというようなことがございましたが、徳光委員、その

ことについて特別お答えがいただけますでしょうか、どうでしょうか。 

○徳光委員 ここへ提案として出されていることについては、当面という、先程からいろ

いろに出ておりますように、この２文字が非常に重要になってくると思います。将来的に

といいますのは、新しい町長、議員が出られたところでまた話し合われるんがベストで、

今の時点で１０月１日に本所、支所について世羅町議会で議論している話ではないと思い

ます。 

○上本会長 いろんな意見の中で新しい町ができて一つの財政の進展を見る中で、いろん

な取り組みの中で新しい本庁舎というような考え方もあるかと思いますが、この中でもし

当面という言葉が、今議論になってるような仮定の話として、じゃ世羅西の支所も当面の

取り扱いになるのかならないのか、そこら辺は確認をする必要があるんじゃないかという

ようなことも今のご意見の中であったと思うんですが、そこらについての踏み込んだ発言

ございますか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 私がさっき申し上げました意味合いの中には、合併今するに当たって、来年

１０月に合併するに当たって事務所をどこに置くかといえば、当面甲山町に置き、世羅西

へ支所を置くということであって、それから後に新しい庁舎を造ったらどうかという大前

提は、この合併によって今まで２００億円からある借金を先に解消する目途がついた上で

そういうもの出てくればの話であって、合併したらすぐ新庁舎をここへ、どこっていうふ
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うな議論は今はすべきではないという意味合いでございますので、その辺は私の申し上げ

た中にあるということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、当面支所を置くということにつきましても、それはこれから１０年、２０年

たっていくうちにどういうふうな状況になるかわからないわけですから、その時点におい

てもう支所は要らないよとかいうふうなことになれば、そのときの議論であって、今合併

するに当たって本庁舎を甲山、支所を世羅西に置くということについて、これも当面だと

いうことを今確認する必要はないんじゃないかと。ですから私が申し上げますのは、文書

できっちり残すとか、それじゃこの文書の文言はどうだとかというぎりぎり言わずに、皆

さんこの際ようわかってるよという、ここの委員会の委員の確認があればいいんじゃない

か。先ほど徳光議員がおっしゃったのは、世羅町議会での特別委員会でのお話であって、

世羅町議会の代表でここへ出ておられるんかどうか、それは最初に議長が言われたよう

に、それぞれのセクションから出ておるんじゃなくて、世羅郡３町をどういうふうにした

らいいかという立場の委員ということを十分心得てほしいっていうふうなことでこれが進

んでおると思いますので。そうすると、今度は甲山町の議会ではこういうふうに言ったと

か、世羅西町の議会ではこういうふうに言うたということになりかねませんので、もちろ

ん最終的には、合併に当たっての総合的な施策をしてそれぞれの議会で議決していただく

わけですから、最終的にはそれぞれの議会で決めていただくことになろうと思うんです

が、それまではここの合併協議会が一つの場だということを、これは議長さんも何遍も申

されておられますので、それぞれ委員がそのように思ってるわけなんですが。 

○上本会長 ほかに、委員さんの中で発言をいただけますでしょうか。 

 小川委員。 

○小川委員 甲山の小川でございます。先ほど黒木委員さんのご発言の中で特別委員会の

話を出すのはいけないんじゃなかろうかという意見がございます。全く私も初めてなもん

ですから、即前回の中で答えさせていただきましたが、それはちょっと間違っていたんじ

ゃなかろうかということを今反省をしております。今私が思いますのは、今徳光委員さん

が出されましたその内容については、この小委員会が出しているその他の主要な意見の中

へ、事務所の位置を見直す必要が生じた場合には、新町の町長や町議会において検討をし

てもらうのが適当であるという多くの意見が委員さんから出たことを、こうして小委員会

としてのまとめの中でこうして述べられとるということは、先ほど黒木委員さんが言われ

たと同じように、当面の問題もここではあるんじゃなかろうかという、私はそう思うんで
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す。ですから、ここで皆さん委員すべての人がそれを確認されていると、あえて当面とい

う言葉をここへ持って出なくてもいいんじゃかというような気がいたしますし、またこの

合併がコストの削減だけに走っていったんじゃ私はいけない、大きな間違いがあるんじゃ

なかろうかと思いますので、支所も当然この小委員会の結論からして、全く同感でありま

すし、そのような方向の方がいいんじゃなかろうか思います。 

 提案されとる中の内容のところへ、この小委員会の案として提出されているものを何か

の形でここへ記述することができれば、私はこれが一番いいんじゃないかというよう気が

するんですが、その点については執行者の方はいかがでしょう。 

○上本会長 皆さん方の意見が集約して、今提案してございます１２号の２の内容、中身

を文言を変えてということの協議ができればそれは可能であろうというように思うと。あ

くまでもこの全員の中で確認をして、納得して確認すれば済むことだと思うんです。そこ

ら辺で当面という言葉が今いろいろ出て議論いただいておるような、さらに踏み込んだ発

言がございますでしょうか、どうでしょうか。 

 井上委員。 

○井上（忠）委員 世羅西の井上といいます。今皆さんのご意見を聞いてる中で、大体委

員の皆さんすべてが理解はされてるんだろうと思います。ただ、私一井上としての意見を

述べさせてもらうんですが、今この提案されてる部分っていうのは会長名において提案さ

れてる時点での発言が多くあると思うんです。本当は、今皆さんの中で、例えば我々は議

会、私も議会の代表の一人なんですが、議会の中での取り組みの一つの例としましては、

例えばこういった方向で町長が提案してくる、提案してくることを修正するわけです、議

会としては。例えば、私が思っているのは、皆さんの意見としては小委員会から提案され

てる部分の原案についてはだれも反対ではない、今現在では、あるいは合併時において

は、と思ってます。そういう言葉の端々にあると思いますんで、それについては何ら抵抗

はないんだろうと思いますし、その中でただ単純に、今当面の２文字が大変大事だという

意見が多くあるんですが、それは委員の中で腹におさめて理解した上でやればいいという

意見と、ただ今徳光さんが議会の中の空気等々を報告されたわけですが、その中の空気か

らはこの中へ当面という字が明記されなくてはならないという意見であったと思うんで

す。そうしたときに、例えば小委員会で提案された小委員会の委員はこの法定協の委員の

半数が含まれます。その半数の方々がそれでもいいよ、法定協でそういうふうに修正され

るんならそれでもいいよという気持ちを持たれないと非常に問題だと思います。我々の出
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したものに対して修正するんであるならば、我々に対しては要するに不信任ではないかと

いう、端的に走ればですよ。そういった形になると非常にこの法定協自身が変な形になる

と思いますんで、そこの部分の調整は、３町長おられるわけですから、会長名において修

正されるべきではないかなと。議会でもよくやるんですが、原案可決、意見を付してとい

う形もよくはやるわけですから、方法論はいろいろあると思うんです。ただ、本所が支所

が云々かんぬんという意見がたくさんあったと思うんですが、それについても新しい町の

中で考えられる、その時期に対して明記すべきではないと思うし、将来にわたって我々が

すごく深く介入すべきではないと思います。そういった部分で１０年先、２０年先の未来

を添えてどこどこの場所に、どういった地区へとかというような意見を付してまではやる

べきではないと思いますし、合併時においてはこの事務所の位置はこれでいんじゃなかろ

うかと。合併後においてはそこの町長と議会でお取り計らいくださいと。実際考えてみ

て、合併時において職員が３００からおるんです。３００を一度に入れる器を造ろうとし

たら法外な金がかかります。そういったことを踏まえたら、やはり現段階では今の方法よ

り他に手はないのかなと。そして、合併した後に職員数もどんどん減し、職員を１００人

にした時点ではまた新たな土地を求め、あるいは新たな事務所を構えてもいんではなかろ

うかなという気がします。今現在でそういった方向すべてを、将来を見据えたときに非常

に難しいんじゃなかろうかなあという気がしますんで、小委員会の答申、原案については

私は賛成であります。ただ、小委員会の方々がこの中へ当面、あるいはさまざまな文言を

つけ加えることを承諾いただけるならいいんではなかろうかなという気がします。そうす

れば世羅町の議会代表の方も納得すると言われますんで。私も世羅西の議会代表ですか

ら、ある部分では、当面というのはいつまでかというのは今度はやれば切りがないわけで

すから、そういった部分を含めて、やはり会長のところで調整をいただければいいんでな

かろうかなという気がします。 

○上本会長 他に発言がございますか。 

 岡本委員。 

○岡本委員 失礼します。甲山の岡本です。今の意見も踏まえてなんですけども、将来的

にということも当面という言葉もこの文章には入れなくて、提案どおりにいくのが私は賛

成です。 

○上本会長 原案どおりという意見も聞こえてきてございますが、発言をどんどんしてく

ださい。 
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 佐藤委員。 

○佐藤委員 甲山町の佐藤です。私は先ほどの徳光委員のご意見を最初聞いたときには当

面という文言があってもいいのではないかと思ったんですけれども、黒木委員の発言とか

いろいろ聞いてますと、原案どおりでいいんではないかと思うようになりました。といい

ますのも、今の甲山町役場も私が多分生まれたときに旧道筋にありました。別に新町で今

の場所で不ぐあいが出てきたときに、新町の方々が町民の意見も聞いて新しい場所に移ら

れることに対して、多分問題はないと思うんです、この文言で通っていても。やはり今の

場所では狭いなり、もっと交通の便がいいところに出ようなり、コストを削減するなりっ

ていうことは新町になってから新しい町民と新しい町長さん、議会で決めていくことにな

りまして、これに当面がなくても決して別にこれ自体が、ここの甲山町のこの今の庁舎の

場所に半永久的に庁舎があるという意味ではないと思いますので、私は当面という言葉は

なくても、新しいときに、必要なときに時期を見て新しい新町で決めていくのではないか

ということは伝わると思いますので、当面という文言は要らないという思いに変わりまし

た。 

○上本会長 議論の中で率直なご意見も賜ってございます。発言をためらわずにひとつお

願いいたします。 

藤井委員。 

○藤井委員 随分立派な意見がたくさん出ておりまして、私はどうこう言うことじゃなし

に、物の流れの自然にこれをキャッチして合併協議会の各委員さんが気持ちを対立するよ

うな方向でない決め方が一番いいんではないかと思うんですが、そういう意味で、根底的

にそれじゃ小委員会で事務所の位置を決定するのに理想的な位置を研究しようじゃないか

ということで、その議論から始まっておればね、経済的な理由、いろんなお金を使わんよ

うにしようじゃないかということが非常に強く出されて、３つ役場があるんで、その役場

を見ようじゃないかということから始まって、３つの役場を調べて一番面積的にも比較的

新しい建物で、甲山町役場が３つある中じゃあ一番いいんではないかと。世羅西はもちろ

んそのときにはまだ役場が移転してなかったわけですが。 

 結論は、小委員会で３町が合併したときに一番理想的な位置を徹底的に研究してない、

これは１点皆さん小委員会の方々、皆同じ思いであったろうと思うんです。そういう中

で、お金をとにかく使うまいということで、使わずに現在ある建物を有効利用するといえ

ば、甲山町が一番いいんじゃないかと。支所を世羅西に置いてほしいという意見も出て、
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世羅西の場合は新築されてすばらしい事務所が完成しておるわけですが、広さも随分ある

し、現在では世羅西町が一番広いんじゃないかと。それから容易に周辺へも広げられる用

地がたくさんあって、非常に世羅西町の敷地はすばらしいところへやっておられるという

面があるわけですが、小委員会の中でいろんな議論というて言われますけど、余り議論は

なかったんです。世羅西としては比較的甲山に事務所がなろうが、世羅になろうが、非常

に遠いんだということで、ごもっともな世羅西の気持ちであろうというのが小委員会のほ

とんどの委員さんのお気持ちであったろうというふうに私は理解しておるわけですが。 

 小委員会で進めてきた議論の中で、先ほど佐藤さんですか、おっしゃったように、徳光

さんの意見が出て、そりゃ当面という字句を入れてもいいんじゃないんかというふうに思

われたんじゃが、黒木さんとかなんとかいろんな意見を聞いているうちに入れなくてもい

いんじゃないかということをおっしゃったわけですけど、みんながわかっておれば文言を

入れなくてもいいんだということはちょっとおかしいんじゃないかと思います。それはや

っぱり世羅町の議会のいろんな議論をここへ持って出るつもりはわしはないんですが、じ

ゃが議会代表という立場からは当然議員の個々の意見を体して出て、やっぱり自分の考え

だけじゃなしに、代表的な立場での役割があるわけです。そういった面から見て、当面を

入れるのに非常に抵抗があるんだということになると、また非常におかしなことになるん

じゃないかという気持ちがするんです。鈴木委員さんが前回のときにいみじくもおっしゃ

ったように、甲山町でどうしても手狭もうていけんようになれば、またそのときの新町で

お考えになればいいんだとういうような意味合いのことをおっしゃったわけですが、私非

常にそれは小委員会の空気を全部ご存じの上でおっしゃったことじゃなくて、極めて自然

な考え方であったろうと、大変感心し、敬服したわけですが、当面という字句を入れるこ

とに非常に抵抗があるんだということになりますと、抵抗があればあるほど入れなきゃな

らんという気持ちに一方では強くなるようになってくるわけです。そこらは当面という字

句が入れてあっても、５年たっても１０年たっても、ここは案外いいでということになれ

ば、そりゃあ１０年も２０年もということになるでしょうに、当面という字句があっても

ね。じゃけえ非常にそれにひどくこだわるっていうことは、こだわるということになれ

ば、当然対立が非常に起こってくるんじゃないかということで、わしゃ余りこれを議論を

したくないん、そういう意味で徳光委員は先ほど３町の町長の相談なさって、それを改め

て当面という字を新町の事務所の位置は当面世羅郡甲山町大字西上原何番地、それから世

羅西町大字小国を支所に置くという、その当面を入れるだけのことですから、わしは当面
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という字句をここで議論をするにせよ、スムースに認められて当面の字句を入れたほうが

３町の町長でご相談なさってという提案があったわけですが、それをこの各委員さんがこ

こで了承なさって一任されて提案控えてもらわん方がいいんじゃないかというふうに思っ

ておるわけでございます。余りこだわってこの当面を入れる入れんで議論を余りしない方

がいんじゃないか、もっと大きな気持ちでおおらかにした方がいいんじゃないかというふ

うに思っております。 

○上本会長 前迫委員。 

○前迫委員 当面の解釈、簡単に言いますとそうなるわけです。しかしながら、今意見

が、いろんなことが出ておるんですが、当面を入れた方がいいんじゃとか、入れない方が

いいんだとかということが出とるんですが、議会でこうだったから当面を入れとか、世羅

西の議会でこうだったからこれを入れとか、甲山の議会でこうだったからこれを入れとか

といったら、この合併協は何のためにやっとるんかということになるんじゃなかろうかい

うようなちょっと危惧するわけです。したがって、賛成なら小委員会が出したものについ

て賛成いただく、いけないのだったらこれを変えてまたこの全体の中でそれじゃあ場所を

検討せえと、そういうふうにしていただければ小委員会も一つも何にも言われんというよ

うに思います。これを変えたりいろんなことを、また次のときには世羅西にこう言うた、

次のときには甲山にこう言うたとういようなことじゃあ、ちょっと全体の合併協として問

題があるんじゃなかろうかというように感じています。したがって、原案どおり。 

○上本会長 いろんな議論の中で、少し堂々巡りになって、私の少し運営も、そうはいっ

ても難しい面があって、皆さん方の気持ちを一つにつなぐのが非常に難しゅうなるという

こと。これも継続でずっと来ておるんで、あえてさらにここで発言がなければ、休憩をい

ただいて、各町もいろんな中で継続協議になっておるんで、町長さん方も皆さん方の意見

の中の調整もできている。他の町について、私自身は世羅町、甲山町の動きというのは直

接的にはこれについて話をしてないんで、その協議をまずさせていただく時間も必要だっ

たのではないかと思いますので、差し当たり休憩に入りたいと思いますが、それまでにど

うしても発言をしておきたいということがあったらお願いしたいと思います。 

 寺田委員。 

○寺田委員 いままでいろいろお話を聞かしていただいとったんですが、当面という字句

を入れようという意見と、入れなくても当面じゃけえいいじゃないかというような、受け

とめが間違っとるかもわかりませんが、そういう受けとめを私はしました。ということ
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で、気持ちは違わんのんだろう思うんです。ですから、そこらを踏まえて、３町が一緒に

なるんですので、前向きにひとつこの問題は進めていただきたいと。私としては、小委員

会へ属しておったんで余り多くは言えないんですが、気持ちとしては皆さんも、皆さんの

ことはいいんですが、私は当面の気持ちで議論に参加をしてきたところです。私としても

抵抗はありませんし、そういう方法でまとめていただければいいんじゃないかなというよ

うに私は思います。 

 以上です。 

○上本会長 水間委員ありますか。 

○水間委員 甲山町の水間ですが、私前回ちょっと発言させていただいておるんで、私は

この原案のとおりがいいというふうに思って世羅町の住民の方々も私は理解がいただける

だろうというふうな発言もさせていただきました。ですが、最初のときに議会の方から出

ておられる徳光さんの方から、今回の議会で相当議論をした中でそういうふうな発言があ

ったというふうに私は思いまして、やはり住民の代表である議員の方々のそうした議論の

中でそういうふうなお話ができ、結論めいたところまで来たというふうなことというの

も、私は尊重していかにゃあいけんのじゃないかなあというふうに思うのが１つありま

す。原則としては、私は原案に賛成でございます。 

 また、事務局へ文句を言うわけではございませんが、私はこの提案について、もう小委

員会の報告については皆さん了解をしてきて、それを踏まえて会長さんの命でこうしたご

提案をなさっております。これには幹事会も得、またこの分については専門部会というの

はどうか知りませんが、幹事会なり町長さんの会議の中で提案をされておる事項というふ

うに私は思っておりますので、先ほど奥田委員さんが言われましたことについて、私は全

く同じような意見でおりました。やはり自信を持って会長さん、事務局の方は私はご提案

をいただきたいというふうに思うことを一つ言っておきたいというふうに思います。 

○上本会長 前原委員、発言ありますか。 

○前原委員 いろいろ皆さんのご意見を聞かせていただいて、私も小委員会へ属しておっ

たので、そこらの中身についてはいろいろわかるわけなんですが、当面という文字を入れ

るか入れんかということなんですが、今まで半分以上この協議会でいろんな協議を項目に

わたってしてきておりますが、これも今言えば当面よかろうということで確認したような

気もいたします。これが今日決めたことがずうっと続くということではありません。した

がって、その時期が来たときにはやはりそのときの為政者の方でいろんなことを考えてや
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るべきであるというふうに思います。したがって、当面というのを、先ほど藤井委員さん

は簡単なんじゃけえ入れりゃあいいじゃないか言われるんですが、私はそのままお返しし

ますと、それだけ簡単なんなら入れんでも同じじゃないかというふうにも思うんです。当

面といっても、当面というやあ何日かということになるんですが、２日もあろうし１０日

もあろうし、１カ月も当面でしょうし、実例では４０年続いたという行政実例もあるよう

でありますんで、当面を入れたから入れんからといってそうひどう変わったことはないと

いうふうに思います。したがって、できるだけ小委員会でそれぞれの町の代表が議論をし

て報告したことでございますんで、その辺もやっぱりそれぞれの町でよくお考えをいただ

きたいというふうに思います。 

 議会の意見もあるんで、住民代表だからということなんですが、ここにおられる委員さ

んも恐らく住民代表という立場でそれぞれご発言をされているんではないかというふうに

も思います。私もそのとおりであります。よろしくその点をお願いしたいと思います。 

○上本会長 松岡委員。 

○松岡委員 皆さん方のいろいろなご意見を聞いてまいりましたが、私世羅西の松岡でご

ざいますが、世羅西町は皆さんご存じのように一番北西に位置しておりまして、津田地区

では三次だという意見も非常に強く、署名までとられたという経緯がございます。そうし

た中でも世羅西の住民の人は、今まで一緒に世羅郡としてすべてのことをやってきたそう

いう中で、向こうへ行くというのも、そうした今までのことを思えばこそ、涙をのんでで

もこっちい一緒になろうと、非常に我慢に我慢をしてやっておられる地区もございます。 

 それで我々議会も非常に難しいとこもございますが、最終的には議会の議決を得るとい

うことになりますと、ただいま徳光委員がおっしゃった当面ということは、世羅町の議会

でそういう話が出て、うちは当面を入れとらんから議決せんというふうなことになっては

大変なことなんです。お互いがそうした円満なうちに合併しようということでおるんでご

ざいますから、そうしたことを議論しておったんでは非常に今から合併が難しく、思いや

られるという感じがしますので、たびたび話もございますが、円満なうちに、私は当面を

入れるとか入れんとか、それをとやかく言いません。へえじゃあが、議会を通るというこ

とになりゃ、世羅町の議員さんが当面入れとらんじゃないか、そういうことになったらま

たいけんので、そこらあたりを円満のうちに解決していただきたいと、そうしたことをお

願いを申し上げまして私の考え、ご意見とします。 

 終わります。 
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○上本会長 他にありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようでしたらここで休憩をさせていただきます。 

 ３時まで休憩します。 

午後 ２時４５分休憩 

午後 ３時００分再開 

○上本会長 それでは、休憩を閉じて再開させていただきます。 

 休憩中に今３町の町長、今現状いろんな中の意見交換を助役ともどもにさせていただき

ましたが、いろんな議論も出ておる中で、いわゆる文言の取り扱いといいますか、入れる

か入れないかという議論が皆さんの意見の中からいろいろな意見で出てきたと思います。

こういう協議の過程では、特にこうした事務所の位置についてでございますんで、簡単に

結論を出していくべきではないが、皆さんの議論がしっかりかみ合っていくという、これ

はあくまでも大前提だということは承知するとこなんですが、そうはいってもなかなか現

状では２通りの意見があったとすれば、それをどうやって決めていくのかということにも

なります。そういうこともございますが、今あそこでいろいろ話をさせていただいた３町

の町長がおりますんで、町長としての中で、住民の皆さん、議会の皆さんの雰囲気とい

う、このことに関してのニュアンスといいますか、そういうものがあれば短い時間で語っ

ていだくと、参考にしていただこうということを今、そういうことをまずさせていただき

たいというように思いますんで、ご了解いただければと思います。 

 私としては、もうこの提案は小委員会、一つの会議の中でずっと決めてきた、会議規則

の中であくまでも、議会の委員さんもこの中にはいらっしゃるんですが、それは議会の代

表として議論に加わっていただいた中で結論を出していただいて、小委員会として報告さ

せていただいた、それを私は提案をさせていただいてございますんで、基本的に原案どお

りという考え方をするのが当然というように思っておるところで、それ以上もそれ以下も

ございませんが、ただこうした議論は議事録で残りますんで、そういう意味では全体的に

町民の中でけんけんしかじか、かくかくしかじかの議論はいただいたという足跡は残って

くるというように思っておるところでございます。 

○松山副会長 世羅町長の松山でございます。先程来さまざまなご意見がございます。特

に世羅町議会といたしましては先の６月定例会において、特にこの合併問題に関しまし

て、事務所の位置につきまして随分と議論をいたされました。私もその席上、町長はどう
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思うかというふうに問いただされました。小委員会の意見を尊重したいと、このように申

したわけでございます。しかしながら、議会の特別委員会一致した意見として当面という

言葉を入れるべきだというご指摘をちょうだいいたしました。世羅町の町長としてこの議

会の意見を尊重したいと、このように考えております。 

○山口副会長 甲山町長の山口でございます。大変熱心なご審議をいただいておりますこ

とに対しまして、こころから敬意を表します。 

 庁舎の位置の問題で当面という言葉をめぐっていろいろ議論が集中をしています。これ

には２つのご意見もあるようございますが、私としましては、合併協議会それぞれ委員の

皆さんが個人の立場という形で率直に新しい町を建設をするという立場でご議論をいただ

いているという基本的な場があるというふうに前提を踏んでおります。小委員会の中で熱

心にご審議をいただいて報告をされ、それを会長提案として原案の形で出させていただい

ておりますが、このことについては基本的に尊重していきたいというふうに考えていま

す。ただ、当面という言葉の中に秘められた各委員のそれぞれの思い、あるいは世羅町議

会の中で議論をされたその思いというものは重く受けとめていきたいというふうに考えて

います。したがって、原案で提案をされてるものを、１つは是非ともご決定をいただい

て、３町の町長が当面ということに込められた意味合いのことについては十分理解をする

という表現をこの場でさせていただくということを議事録に明確に記すということでご承

認をいただければというふうに思っております。 

○上本会長 以上、３町長のところでは先ほどの休憩中の中での流れとして申し上げまし

た。これらを含めて、実際にそうはいってもこれ以上の議論をどうしていくかという発言

も含めて、積極的に発言をいただければというふうに思います。 

 佐藤委員。 

○佐藤委員 済いません。１つだけ前の議論の中でちょっと気にかかってしまった意見が

あったんですけども、先ほどの藤井委員さんが小委員会で議論が尽くされてないという一

言をおっしゃったんですが、自分たちは小委員会の中で忌憚なく思いをぶつけて議論し合

って、何度か意見を下げたり上げたりしながら決めていった文言をみんなで一致した意見

として出したと思いますので、今先ほどの議論を尽くされてないという文言は小委員会の

一員としましては是非訂正なりしていただきたいと思うんです。 

○上本会長 藤井委員。 

○藤井委員 藤井です。私が申し上げておるのは、小委員会において理想的な事務所の位
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置を検討しようじゃないかということを何度か申し上げたんですが、一向にそういったこ

とに各委員さんの発言がなくて、完全に無視されたような委員会の運営であったわけです

が、非常に私はそういったことについての残念な思いがいたしております。そういった意

味の理想的な位置について提案もしたんです。各委員がこういう要件、こういう要件、３

つか４つお出しになって、だからここが適当妥当ということをひとつ話し合おうじゃない

かという提案もしたが、その次に、宿題として次の小委員会のときに各発言をいただきた

いということも申し上げておったわけですが、一向にそういうことがなされていない。そ

ういった意味の審議を尽くされていないということの表現であったわけです。 

○上本会長 いろいろの意見もあると思いますし、小委員会の議論もいろいろあったと思

います。それはそれとして、もう一つのまとめとして小委員会としては出していただいた

と。原案のこの問題につきまして、これをどのような形で、これをたたき台で出しておる

ものを、いわゆるこの３６名の委員が一致した方向でというまとめをしていく、もう意見

としてはかなりの皆さん方の発言がありました。もちろんいろんな意味で議会制民主主義

というような厳しい中でも、議会が少し後追いになったとかというような議論もございま

したが、それはそれとしての中で、こういう問題は大切な問題だと、この合併協議会のや

はりこれからまだまだ厳しい協定項目を議論していく中では、安易には結論を出すべきで

はなかろうというのは３町長のあれなんですが、ただいたずらな議論だけではいけないと

いう中で、こうした議事録という一つの議論がしっかりして発言をしてきておるというこ

とは、そうはいっても新しいまちづくりについては一歩一歩前進しておるんだろうという

ように思います。 

 何かこのまとめ方というのが、正直言ってこの会議の議長として進めていけよというの

が非常に難しい、じゃ多数決でいきますかというのも余りうまくないし、そこら辺の気持

ちをつなぐ発言をいただければと思います。 

 横山委員。 

○横山委員 世羅西の横山です。ただいま新町の事務所の位置についての件でございます

が、これは既に小委員会で協議され、真剣に討議され、全委員賛成で本協議会に報告をさ

せていただいて、そして全委員さんで一応質疑を受けて、それから会長さんが改めて提出

をされたという一つの経緯がございます。ここで事務局長さんにお願いをしたいんです

が、もう一遍委員会の報告を改めて朗読をしていただきたいと思います。それによってこ

の件は原案どおり進むのが一番円満な方策ではないかと私は思います。よろしくお願いし
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ます。 

 小委員会の最終的報告、それを踏まえて会長さんがこれを提出されておるんですから、

その裏には段階というもんがあるんだということを皆さん知っておいていただければ、こ

こでつけるとかつけんとかということをせんでもいいんじゃないかというように思いま

す。最終的結論で小委員会が報告した分です。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 横山委員の方から小委員会の最終報告のところをもう一度お願いをした

いということですので、私の方から報告の内容を読まさせていただきます。 

 事務所の位置についてということで、新町の事務所の位置案については、第６回合併協

議会に報告し、確認された財政状況が極めて厳しいこと、合併の一つの目的であるコスト

削減という視点、また現在ある３町の庁舎を視察した結果から、新たな庁舎は建設せず、

既存の庁舎の中から選定するということに基づき審議し、次のとおりとすることを全会一

致で確認したということで、新町の事務所の位置案についてということで、新町の事務所

の位置は、世羅郡甲山町大字西上原１２３番地１とし、世羅郡世羅西町大字小国３３９３

番地に支所を置くものとする。注１で、世羅郡甲山町大字西上原１２３番地１は現在の甲

山町役場の位置である。注２で、世羅郡世羅西町大字小国３３９３番地は平成１５年４月

２８日から世羅西町の役場となる位置である、ということで案が示されております。 

 事務所の位置の選定理由としては、事務所の位置については次の理由により、現在の甲

山町役場の位置とすることとしたということで、１点目が周辺に人口が集積しているこ

と。２点目、法務局甲山出張所、ハローワーク甲山、広島県尾三地域事務所、世羅郡庁舎

など国、県の機関と近接していること。中国バス甲山営業所や芸予バス車庫が近接してい

るなど、交通の利便性が高いこと。４点目に、３町の役場の中で延べ床面積や駐車場スペ

ースが最も広く、比較的新しいこと。ということが理由として上げられています。 

 支所の取り扱いについて、世羅西町は甲山町役場から距離が大きく離れているため、住

民の利便性を考慮し、平成１５年４月２８日から世羅西町役場となる位置に支所を置くこ

ととした。 

 その他の主な意見として、将来の理想的な事務所の位置についても審議し、報告すべき

ではないかという意見もあったが、将来事務所の位置を見直す必要性が生じた場合には、

新町の町長や町議会において検討してもらうことが適当であるとの意見が多く、小委員会

では審議しないこととした。２点目に、教育委員会は３町とも役場から離れた場所に配置
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されているため、教育委員会の位置についても審議してはどうかという意見もあったが、

スペース的な問題などから生じる個別部署の配置については、３町執行部の今後の判断に

ゆだねるべきで、小委員会や協議会で審議、協議するのは適当ではないとの意見が多く、

小委員会では審議しないこととしたという報告がされております。 

 以上です。 

○上本会長 横山委員。 

○横山委員 今の報告の中にもありましたように、新町ができてからもし必要な場合には

改めて町長あるいは議会において協議してやった方がいいという、そこらも踏まえて今回

の協議第１２号の２の提案がされておるわけでございますので、ここで別に文言を入れる

とか入れんとかということはすべきでないと、原案のとおり行っても一向に差し支えない

もんだと私は思います。 

○上本会長 後藤委員。 

○後藤委員 いろんな意見が出て、世羅町として当面という言葉を入れることに対して、

入れる必要ないじゃないかという多数の意見があるんですが、先ほど世羅西議長も言われ

たように、やはり議会としても住民説明は必要でありますし、住民に納得してもらうこと

が大前提の合併であるはずで、やはりここまで大切なことだと思います。だから事務機

構、組織の議論もあるわけですから、そこらとやはり兼ね合わせてやはり慎重に考えてい

くべきで、早急に決めていくことじゃないんじゃないんか思うんですが。やはり慎重に、

３町の町長の思いも多少ずれがあるように感じましたんで、そこらがあるんでしたらやは

り慎重に検討していくべきじゃないかと思います。ここで焦っていろんな思いが残った形

で合併の協議会がこれから以後進んでいくということに対しては、やはりいろんな違う思

いが出てきてもまたよろしくないことじゃないかと思います。やはりここは慎重にやって

いただきたいなと。 

○上本会長 世羅町の議長さんの立場としての発言であったかと思います。３町の町長で

少し違いがあったかというのは、先ほどの会議の中ではなかったと思っとったんじゃが、

あったんかいなあ。 

 黒木委員。 

○黒木委員 先ほど３町長さんがお話しされたことについて、大体ご意見は同じなんだろ

うと思うんですけども、ちょっとニュアンスが違うようにも見えるんです。それで、これ

を次にまた延ばしても、また当面を入れる入れないのことでやるだけで、先の延ばしてど
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うこうということにもならないと思いますんで、国レベルでよく法律を制定するに附帯決

議というのがつきますね。というのは、法律案はそのままで、法律そのままで、ここでこ

ういう何がありましたということを書いて、そこを記録を、署名を、だれが署名すりゃあ

いいんか知りませんが、記録を残しておく。この議事録は残るんでしょうけども、議事録

とは別にそういうもので解決する方法はないもんでしょうか。 

○上本会長 黒木委員のやり方、今たちまち検討したことなんで、この原案に対して附帯

決議つける云々ということになるとすれば、本日は結論を出せないかなという思いが残り

ます。そういうふうなことでございます。 

 先ほど挙手がありましたよね、発言がありますか、どちらが先でしたか。 

 田丸委員。 

○田丸委員 世羅西町の田丸です。先ほどからいろいろご意見を聞かせていただいてる中

で、やはり先ほど横山委員さんからの話がありまして、事務局の方から小委員会の最終報

告案をもう一度朗読された中で、やはり当面にかかわる問題については最終的な意見の中

のその他の主な意見の中でしっかりと文言にして報告されていると思います。 

 私はこの意見、原案どおりで私はいいんじゃないかと思います。 

○上本会長 前原委員、ありますか。 

○前原委員 世羅西の前原です。先ほど横山委員なりあるいは田丸委員からも発言があっ

たんですが、私も小委員会の報告の中で最後に、その必要が生じたときにはそのときの為

政者でやればいいんだというのがあるんで、改めてここで同じようなものを入れんでもい

いんじゃないかというふうに思います。 

○上本会長 小委員会としていろんな議論の中で、今議論になっておるものを小委員会で

は随分議論して提案して、小委員会としての報告を受けてそれを私の方で提案させていた

だくということでございますが、流れとしていろいろ、先ほど世羅の町長が言われたよう

に、世羅の議会の特別委員会ではかなりそこら辺の確認が、後追いかどうか議論は別とし

て、されておるのかなと。そういう意味ではこの委員会に臨まられとる代表の委員さんと

しては少し責任が多いんだろとういうようなことも見受けます。世羅の町長さんが最後に

ちょっと言われたかな、議会の意見は尊重する言われたんかいな。えっ、そうなんです

か。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 甲山の鈴木ですが、藤井委員からはいろいろと褒めていただきまして、毎回
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のように申しわけないと思ってますけども、私の意見は１カ月たっても変わっておりませ

んで、原案どおり。中には包含されてますから、皆さんがおっしゃったとおりで、しかる

べき時期が来れば当然考えられるでしょうから、それについて言及することはないと思っ

てますので、原案どおりでいいと思います。 

 それと、てんびんにかけていい問題かどうかわかりませんけれども、町名の小委員会、

また今度報告するわけなんですけれども、町名を決めるときにほいじゃこのパターンと同

じように、当面何々町とするというわけにはいかないと思うんです、絶対ね。ですからそ

れをでんびんにかけるというのはおかしい話ですけれども、そう考えてみれば一つ一つ問

題を解決していく上で、包含をされていることなんですからできれば今日決着していただ

きたいと私は思います。 

○上本会長 当面という表現はこれからの協定項目の中でも随所に出てくる文言になって

こようかというのが、事務局でこの取り扱いをするのに慎重にしていこうというのが背景

にございます。というのは、３町少しずつ制度も違いますし、基本的には新町ですべて、

出発時点で調整してゴーサインが出ればいいんですが、そうはいっても住民のいろんな組

織機構の中では一遍には新町において調整できない項目も想定されるというような中の表

現として当面という言葉がございますんで、それとダブった中での表現の使い方になりま

すので、安易に使ってしまうと難しいというのが事務的にはあるかというように思いま

す。 

 そこらであるわけですが、そうはいっても世羅の議会の中ではかなり厳しいこだわりと

いいますか、それもあるというように聞きますし、非常に苦慮して、まとめとして非常に

難しい状況もあるんですが、そうはいってもいつまでもいつまでも引こずるわけにはいか

ないし、これを継続にするのか、今日もう決着するのかという一つの皆さん方の意見の集

約もしていかなくてならないのかなということもあります。そこら辺に対してのご意見が

ございましたら発言。 

 豊田委員。 

○豊田委員 大体ご意見は大体出尽くしていると思われるんです。先ほどの３町の町長さ

んの発言の中にも多少温度差が感じられたんですが、中身は同じだと思うんです。いわゆ

る着地は同じとこを目指しておられるが、ちょっとおり方がちょっと違うんかなと、おり

るとこは同じでもおり方がちょっと違うんかなと。遠慮されたりというとこが感じられま

したけど、当面という言葉そのものが非常にあいまいな言葉ですし、これといった定義も
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はっきりしておるわけじゃありません。非常にあいまいな言葉で、入れても入れなくても

余り中身は変わらんと思うんです。ところが、本日ここで採決などすると、当面をいわれ

た方はちょっと少数派のような気がするし、このままで採決するのはどうもよくないと思

うんです。 

 私ども原案でという考えは腹にありますが、やはり時間をかけてみんなが円満に決着す

る方法を会長としては選んでいただく方が今日のところはよいかなと思います。そのほか

の議案もたくさんありますし、これをいつまでやっても、恐らく今日結論出せばそれぞれ

けんかの種が増えるだけで、円満な解決の方が長引く、このように思いますから、賢明な

方策を選んでください。 

○上本会長 横山委員。 

○横山委員 今、豊田委員さんの言われたことに反発するわけではございませんが、特別

委員が言われました意見に対して、お帰りになっての云々があるんではないかと、議会に

対して。世羅町の議会に対して云々があるんではないかと、そういうことがあれば、もう

少し時間を置いた方がいいんではないかというご意見だったと思うんです。時間を置いて

もし甲山町、世羅西町がそれぞれの議会が、そりゃ当分の間というようなことを入れるべ

きでないということが出た折りにゃあ、ますます混乱を来すんではないかと。したがっ

て、議会という名目もあります、おられます委員さんもおられるわけでございますが、こ

こはひとつ自分の個人的な意見で本日結論を出された方が先々の事務にも支障を来さない

でスムーズに行くんではなかろうかと。先ほど来、もうこの協議１２号の２に内容は包含

されておるんだから、おおむねというのはつけずに行くべきだと。おおむねをつけると国

に対してもどこに対しても、こんなひどうおかしげなことをしたのというふうに思われて

もわしゃいけんのじゃないかと思うんです。ですから、おおむねというのはむやみに使う

べき――当面、ごめんなさい、訂正します。当面ということはむやみに使うべきではない

というふうに思います。したがって、本日結論を出した方がいいんではなかろうかという

ふうに思います。 

○上本会長 寺田委員。 

○寺田委員 私は反対意見なんですが、この報告書の中に支所の関係のこともうたってあ

ります。そういいますと、支所の関係については組織機構等も含まれるんだろうと思いま

すし、その項の協議をする場がまた後ほどあるように書いてあります。ということですの

で、そこら辺とのかかわりもありますので、焦って結論を今日出すということについては
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反対です。 

○上本会長 井上委員。 

○井上（忠）委員 いろいろ意見があるようなんですが、例えば今日先送りして何が解決

するかというのを単純に考えましょう。要するに、この文書の中へ当面という２文字を入

れさえすれば今日決まるわけです。時間を置いて当面がなくてよくなるという可能性があ

りますか、ないでしょう。だったら時間をむやみやたらと置くもんじゃないと思います。 

 それと、あと機構等々の問題等あるという意見も多々あるわけですが、機構を考えると

きにどういう状態の事務所を置くのかという形もわからないで機構を考え、卵と鶏を一緒

に並べてどっちが先だろうかといって検討するんと一つことだと思うんで、一段一段階段

を上がっていただきたいというのがあります。 

 そして最後に、私一世羅西町の議会議員の一員でありますから、議会運営上からいう

と、非常に世羅町の議会議員さんの代表で出られておられるんですけど、その方々の思い

もよく理解できると思っています。そうしたときに、最終的には議会議決をもってこの合

併がなし遂げられるわけですから、やはり議会というものの運営上、できる限り努力はす

べきだと思いますし、そうした中で今黒木委員さんが最初言われたように、附帯決議とい

うのがあると思います。基本的に先に私結論言います。今提案されてる文書、すべては原

案可決が望ましいと思います。そして、この法定協の全体の意見として注１、注２という

んがあると思うんですから、注３にするのか、あるいは附帯意見とするのか、それは方法

はいろいろあると思うんですが、当面というファジーな文字でなしに、要するに合併時に

おける事務所の位置とするという文言をつけ加えることによってどちらの意見も集約でき

るんじゃないかと思います。それ以外にどうも手はないんじゃなかろうかな。皆さんの意

見を聞いてる中で、片方は当面を入れろ、入れることがなぜ難しいのか、この文章の中自

体へ当面の２文字を入れるというのは、小委員会あるいは会長の部分へ差し戻しするわけ

ですから、差し戻しっていうことになると大変な作業、皆さんの小委員会の委員自体の進

退問題も伴うと思いますから、そういった部分でこの合併協を空中分解をしたくない、で

あるならば、そういった意見がある中でやはり注３とするか、あるいは附帯意見とする

か、例えば当面といういろんな意見があったんですが、再々言うようですが、合併時にお

ける事務所の位置とするという中で集約していただいて、本日この意見をまとめていただ

きたいと私は個人的に思います。 

 以上です。 
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○上本会長 意見をまとめえという意見と、またそうは言っても大事に取り扱ええという

ようなことがございますが、この会議、これだけをずっずやっていくわけにはいかない、

私の会議の運営上、正直言えば、中身からもすれば、本日はこの会場はずっと時間は使え

るものだと私は思っておったんですが、この意見が通ってない、あと時間が限られておる

ようでございます。したがって、その時間の中で今回提案させていただいた議案を進めて

いく責任もございますんで、こうした一つの時期に、私としてこの取り扱いを決めさせて

いただくことをまずお願いしたいと。というのは、非常に大切な問題であるということ、

そして意見がまだ、そうは言っても文言いろいろございますが、ご意見出たところの中で

は相違点もございますし、ただ世羅３町長の一つの意見がまとまって皆さん方にできませ

んでしたんで、そういう意味では私としてはこの時点で確認をするのは非常に難しい立場

になったというように思ってございます。したがって、世羅の町長さんがおっしゃった世

羅町の特別委員会で決められとる文言を大切にしたいんだという発言は、非常に重要なも

のとして受けとめざるを得ない。そういうことがございますんで、次回までに、こういう

ことをどんどんどんどん重ねるのは余りよくないことではないと思うんですが、しっかり

世羅町の議会また世羅の町長さんとの協議を進めていただいて、次回には必ずこうした今

議論の中でやはり歩み寄っていただくような一つの方向性を、道筋をつけて次の回へ継続

させていただきたいということをご提案させていただきたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 はい。 

○徳光委員 私も提案させていただいた関係上、今日初めて支所、本所についての提案に

ついて出させていただいた関係で、初めての皆さんとこれについて協議するわけです。先

ほどの町長さんの発言もありましたように、ひとつ是非、１番、２番ぐらいに大切な問題

なんで、いま少し時間をいただいてやっていただければ思いますんで、ひとつよろしくお

願いいたします。 

○上本会長 その前提として、議会という立場の中で出られとる代表者であられるんです

が、いわゆる提案事項につきましては特別委員会、各町議会は持っていらっしゃると思う

んで、その協議の前段ではやはり特別委員会も小まめに開いていただいて意見の集約を持

って会へ臨んでいただくようなご協力方もここでお願いして、この協議第１２号の２につ

きましては継続にさせていただくということにします。よろしくお願いいたします。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 続いて、協議第３８号の公共的団体等の取扱いについては、第８回協議会で

提案しておりますので、直ちに協議に入ります。 

 委員の皆さんから何かご意見ございますでしょうか。 

 寺田委員。 

○寺田委員 ここの２番目に書いてあります統合に時間を要する団体については、将来の

統合に向け、検討が進められるよう調整に努めるというようになっておるんですが、当然

のことだろうと思います。ですが、団体によっては補助金等もかかわっておるものもある

かもわからんと思うんですが、そこら辺の公平性といいますか、どのように考えておられ

るかご質問します。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 寺田委員のご質問に対してご説明申し上げます。 

 補助金等のかかわりではどうなっているのかということでございますが、これにつきま

しては補助金、交付金等の取扱いについてと、本日提案項目の中にありますんで、そこで

公共的団体等補助金の方向性についてご協議いただくように提案をしているところでござ

います。 

○上本会長 他にご意見ございますが。 

 豊田委員。 

○豊田委員 ７ページに書いてありますが、中ほどに。宇津戸地区臭気対策協議会という

のが載っています。あれは以前の名称で、４月１日からは甲山町宇津戸下仮屋公害対策委

員会ということで正式に規約を決め、監査とか会計とかそういうことをちゃんとして届け

出が町へされているということですので、以前のこの提案の名称は正式なものに置きかえ

ていただきたい、このように思いますが。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 豊田委員からご指摘いただきました７ページの宇津戸地区臭気対策協議

会につきましては、宇津戸下仮屋公害対策協議会でよろしい――対策委員会、もう一度言

います、宇津戸下仮屋公害対策委員会にご訂正をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○上本会長 豊田委員。 

○豊田委員 今訂正していただき、訂正していただいたようですが、これが産業関連にな
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るかどうか、私は公害対策委員会で、いわゆる地元の住民が長年かかって悪臭対策、悪臭

に悩まされてきた。これが今日の宇津戸においても大きな問題で、住民の一大関心事であ

ります。こういう点から、もっともっとしっかりした対策を講じるべきだということで公

害対策委員会という名称に変えた。こうなれば、産業関連になるか、あるいは私は公害対

策の部類に入って、いわゆる役場においては産業課の関係から町民課の関係になるんでは

ないかと思うんです。これは場所が変わることによってどういう位置づけが変わるかはわ

かりませんが、当局の方で適当なとこへ振り分けをお願いしたいと思います。 

 次に、福祉生活環境関連のとこ、６ページにありますが、いわゆる上から２つ目の部落

解放同盟甲山支部あるいは３つの団体書いてありますが、これ公共的団体になるのかどう

か非常に疑問があります。政府の出している文書等では、民間運動団体というように定義

づけていると思うんですが、公共的団体というようにどういう場所に出てきているのか、

政府あるいは県ですね、公共的団体につけてるそういう場所はどこにあるのか、そういう

文章はどこに出てきてるのか。あるいは同和対策のことは既に法律が切れたんですよね。

文書の中でも一般対策に移行するということが明言されております。こういう今日の段階

に至っては、既に広島県でも県同協あるいは郡同協、そういったものも撤廃をされておる

という段階においては、公共的な団体に位置づけてやることよりも、民間運動団体として

しっかりとみずから自分たちの手でこの運動をしっかりとやっていただいた方がより自主

的な活動として強くなっていくんではないかと。いつまでも公共の補助金などを出して擁

護すべきものではない、このように考えるんですが、いかがなものでしょうか。 

○上本会長 事務的な答弁を求めます。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 豊田委員のご質問にお答えをいたします。 

 ６ページの部落解放同盟広島県連合会甲山支部、世羅支部、世羅西支部について公共的

団体で上がっているがどうなのかということがまず１点ございました。これについては民

主団体で整理をしております。これはこの提案時にも説明しましたが、公共的な活動を営

むすべてこれらに含まれる法人たるか否かを問わず、公共的活動を営むものというものが

公共的団体等ということになっておりますので、民主団体の中でも公共的な活動が営まれ

ておればここに上げておるということでございます。 

 ここでの調整で、ここに上げている各種団体なんですけども、公共的団体なんですが、

ここでの協議の大きな調整の中身というのは、ここに提案がありますように、新町の一体
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性を確保するため、それぞれ実情を尊重しながら総合または再編の調整に努めるというこ

とで３つの方向性で協議、確認をいただきたいということで、その資料として５ページか

ら整理をした公共的団体等を掲示しているということでご理解をいただきたいということ

です。 

○上本会長 豊田委員。 

○豊田委員 公共的団体にふさわしいかどうかという中身の問題も検討されておるかとは

思いますが、例えば最近でも暴力団対策で暴力追放県民大会、追放町民大会、３町に広げ

たいという希望があるとこですが、こういういわゆる暴力団は人の人権を無視する、一番

ひどいのは戦争ですが、人の命も奪う、脅す、物をとる、およそ人権を否定する団体が暴

力団です。この暴力団に対して、暴力追放の運動に対して、先ほど挙げた団体がどのよう

に協力をしているか。暴力追放町民会議の中にちゃんとして構成団体に入って、人権を守

るという立場で一生懸命やっているかどうか、ここは試金石だと思うんです。甲山町の場

合、これが問われている。そこのところをしっかりと当局は調べてここに挙げとるんか。

それを関係者はご答弁ください。 

○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 ご質問の今の再度支部の、特に甲山町での昨年暴力追放大会への参画の状

況でございますが、昨年においては、町の甲山町では甲山町が町内にいわゆる助成してる

団体等へこういった協力を呼びかけております。そういった中でも、この再度甲山支部の

方へも呼びかけを行いましたけれども、昨年の場合、参画していただく結果にはなってお

りません。しかし、本年度もそういった取り組みがある中では、呼びかけを同じようにし

ていきますし、そういった中では年々重なるこうした大会への住民意識というもののかか

わる中では、できるだけそういった補助を出している団体で、とりわけて全部が協力して

あげようという中でもその支部のいわゆる人権を訴える団体としては、当然参画していた

だくように、本年度もその呼びかけの中では徹底を図っていきたいという姿勢で思ってお

ります。 

○上本会長 他に発言ございませんか。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、公共的団体等の取扱いについては、ご確認いただいたと

いうことでよろしいでしょうか。 
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〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 確認ができないということですか。 

 確認ができないという意見を述べていただかないと難しいんではないかと思うんです

が。 

○豊田委員 先ほども質問の中で申されましたが、人権を守る一つの団体として運営され

ている団体だと思いますが、例えば暴力追放、そういった町民会議などのいわゆる住民が

こぞって参加する、そういう意義ある大会等に人権を守ると言って運動している団体が参

加をしない、その長も参加しない、こういう団体を公共的団体に扱うことにはいささか異

議があります。まして、後から出てくるそういったところに補助金を出すと、そういうこ

とにも町民の間から大きな批判があることは、私が言うまでもありません。そういうこと

をしっかりと皆さんは肝に銘じていただきたい。うやむやにすることなく、そういう点は

ちゃんとしていくべきだと、こういう立場からそれには異議があるということを発言して

おきます。 

○上本会長 はい。そういうことを含めて新町の一体性を確保するために、それぞれの実

情を尊重しながら統合、または再編の調整に努めるという、そこらで調整をしていくとい

うことで確認だけはさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、このことにつきましては確認させていただきました。 

 続いて、協議第３９号の保健衛生の取扱い（その１）についても第８回協議会で提案し

ておりますので、直ちに協議に入ります。 

 委員の皆さんから何かご意見ございますでしょうか。 

 ありませんか。 

 寺田委員。 

○寺田委員 ２４ページですが、それぞれ各地方に食生活改善推進員なり、母子保健推進

員、健康づくり協議会とか、いろいろ推進員がおられますけども、それぞれ任期が違って

おるんですが、これらの扱いについて、合併が来年の１０月１日ということになりますと

年度の中途になるわけです。これらの任用なり、再任用といいますか、そこらのちょうど

合併時の任期切れといいますか、任用といいますか、そういったところについての考え方

の基本的なもんがあればお聞かせください。 
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○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 お答えします。 

 すべて前にもまだ話出てません。町議会の議員等も含めて、こういった各委員も合併前

に、前日をもって任期が残っていようとも、そこで一たん切れるということになりますの

で、そっから再編されるということです。 

○上本会長 他にご意見。 

 豊田委員。 

○豊田委員 いろいろ各項目たくさんありますが、総じて３町の中の一番いいとこに合わ

せて福祉の後退をさせない。いい条件のもとで合併をしようという努力はされていること

には敬意を表します。ところが、この原案でいった場合、大変いいと思うんですが、今の

政府の言っている三位一体の問題などからして、地方交付税がどうなるか、地方の財源が

どうなるかという点では、非常に不透明な状況にあります。ここのところで、一体このよ

くなった福祉のこの中身がいつまでもさきの当面じゃありませんが、当面では困るはずな

んでこれは。続けていける財政的な裏づけがとれるのかどうか、試算もされているのか。

こういう点ではいささか不安を感じております。こういう点についてはいかがなんでしょ

う。試算などされて裏づけはちゃんとある、任せておきなさいということになるんでしょ

うか、お尋ねします。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 豊田委員のご質問にお答えいたします。 

 いい方向で調整をされているということで、財政的には試算をされているのかというご

質問でございますが、この影響額につきましては、前回ご説明を申し上げておりますよう

に４５０万円の影響額がございます。ここで、協議をいただく中で確認をいただければ、

当然その調整方針に従ってその影響額等も財政試算の上では、建設計画では財政計画も作

っていくということになっておりますので、当然財政試算の中には組み入れていくという

事務的な手続も当然出てきますし、この協議会の場でご協議いただく財政計画というとこ

ろもございますので、そこでご協議いただくような形になろうかと思います。 

 以上です。 

○上本会長 豊田委員。 

○豊田委員 それでよかろうかと思うんですが、合併だからいいとこ尽くめをあわせて住

民の賛成を得るという方向、もちろん得にゃいけないと思うんですが、途中でこれは財政
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がないからこれは削減していこうとかというような今の政府のようなやり方をとられては

非常にいけない。他の合併したところでも最初はよかったが、年々あれは財政がないから

といって打ち切りになったりしているところが具体的にあります。こういうことがないよ

うにされなければいけないという点は、確認しておきたいということで質問しました。 

○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 お答えします。 

 当面、今予測される、いわゆる財源を持って今のここの福祉施策がいい方に合わせて見

込めるというとこですが、将来にわたってその財源がどう変わるかというのは今後わかり

ません。しかし、当面の範囲は、先ほど当面ということかどうかは別問題にして、今予測

される範囲はそうなんですが、やっぱり社会の経済情勢によっては、今後どうなるかわか

らないという状況のその時点においては、またそのときの町長あるいは議会の方で議論さ

れて、変更あるいは継続されるといった判断が出るものと思っております。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 松村委員。 

○松村委員 世羅町の松村です。１２ページの総合健診の会場についてなんですが、甲山

町、世羅西町は会場いろんなところでしておられるんですが、世羅町については何年前か

らか、随分前は各地区でしとられたのが、どういうことからか、保健福祉センター１カ所

だけに今なっているんです。それで、これから高齢化社会になっていくのに、バスは回る

んかもしれないんですが、やはり遠くなると行きづらいとかというようなことがあると思

うんです。そういうサービスがなくならないように考えていっていただきたいと思いま

す。 

○上本会長 栗原部会長。 

○栗原福祉生活環境部会長 福祉生活環境部会長の栗原でございます。今お尋ねの総合健

康診査事業の会場の問題というふうに受けとめをさせていただいたわけですが、ここに記

載してありますように、事業については、世羅町の例を基本に統一をするということでご

ざいます。基本にというところが非常に意味のあるところだと思いますが、それぞれの地

域の実情等もかんがみなければいけない問題もあるかと存じますので、今後確認以降に具

体的な事務レベルで事前の調整は十分に対応すべきことと考えております。 

 以上でございます 

○上本会長 他にご意見ございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、保健衛生の取扱い（その１）については、ご確認いただ

いたということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 続いて、協議第４０号の人権対策の取扱いについては、第８回協議会で提案のみとして

おりますので、まず質問を受けた後に協議に入りたいと思います。 

 委員の皆さんから何かご質問がございますでしょうか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 いわゆるこれまでにも小地域学習会、そのほか精力的に行政当局はやってこ

られたと思います。私どももいわゆる小地域学習会等にも参加したこともありますが、も

う長年やられておるので、住民の方ももうええかげんにしてくれという言葉が非常に多い

んですね。いつまでも行政主導のやり方では、いわゆる民間的発想というか、地についた

というか、盛り上がってくるような状況にないと思うんです。どんどんとサークルなどが

作られて、自主的にいろんな勉強ができるようなことを育てるように行政当局はするべき

ではないか。いつまでも牽引者になって、ついてこい、ついてこいというやり方のように

見受けられます。もう長年やられたので、もうここらは方向を変えて住民主導でいけるよ

うなやり方に変えていくべきではありませんか。どうもこの提案ではそれが見えないとい

うことですが、いかがでしょう。 

○上本会長 豊田委員、先ほども申し上げましたように、今質問を受けてございます。今

豊田委員の発言は、次に質問の後に、意見として意見を求めて協議に入っていく段階だと

いうように思いますが。会議の運営上、一応後、答弁させていただきます。一応、質問を

先に受けたいと思います。 

 石岡委員。 

○石岡委員 同和対策関係の貸付事業のことについて、ここへうたってあるというか、合

併翌年度から一般対策事業に、もしくは廃止するとなっとるんですが、先般府中市の教育

委員会の貸付事業のことが新聞に載っておりましたんですが、貸し付けがかなり焦げつい

とると。それから、途中で決済せずに免除したというような、その書類も不明になっとる

んが多くあるというような、これから徹底的にやっていかねば、回収するんだというよう

なことが出とったんですが、３町におかれて、貸付事業において焦げつきがどのぐらいあ
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るのか、どうなのか。府中市のは新聞に出とったんですが、３町においてどのようななっ

とるかということが答えられれば答弁していただきたいと思います。 

○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 まず、甲山町の状況をお答えします。 

 甲山町の場合は、償還についてはすべて返還されてまして、滞納はございません。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 世羅町でありますが、貸付事業の部分について、一部延滞になっている

ところがございます。これについては、担当をして精力的に対象者の方へ対応しとるとい

う状況であります。 

○上本会長 今田副幹事長。 

○今田副幹事長 世羅西町の場合は、今延滞はありません。 

○上本会長 よろしいですか。 

 他に質問はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、質問がないようでございますので、それではこのことについての協議

に入りたいと思います。 

 先ほど豊田委員のご意見ございましたので、そのことについての答弁を行います。 

 田原幹事長。 

○田原幹事長 先ほどの豊田委員のご意見でございますが、もちろんここへ掲げておりま

すように、今後人権教育及び人権啓発については、推進プランを策定するとなっておりま

す。この推進プランを策定する、考える基本の中にも今言われた意見、住民自発的にでき

るような、いわゆる行政としての啓発の仕方、こういったものも盛り込むべきであるとい

うふうな考えは当然あろうと思います。もちろん、ここへ載せとる人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律、あるいは県の示しております人権教育啓発指針、これにのっとって

町の新しく新町の推進プランを策定すべきであって、当然住民の方の自発的な人権に対す

る活動というものは、当然あってほしいということを願っての推進プランであろうと思い

ます。 

○上本会長 他にご意見ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、人権対策の取扱いについては、ご確認いただいたという
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ことでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございます。 

 トイレ休憩等の要望ございますか。よろしいですか、続けても。はい。 

 それでは、続いて協議第４１号の商工観光関係事業の取扱いについても、第８回協議会

で提案のみとしておりますので、まず質問を受けた後、協議に入りたいと思います。 

 委員の皆さんの中から何かご質問ございますでしょうか。 

 ここで事務局の方が説明があるそうです。事業に対しての影響額について、山口事務局

長が説明申し上げます。 

○山口事務局長 ２８ページの提案の中の３項目めにございます企業活性化補助金交付事

業については、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぐ。ただ、新町においては、企業活

性化と雇用促進を図るため、合併翌年度に世羅西町の例を基本に新たに定めるという、こ

ういう調整案でございます。 

 調整内容の資料でいきますと、３１ページを見ていただきますと、企業活性化補助金交

付事業というのが、これが世羅西町でされている現在ある事業の中身でございます。常時

雇用者１人につき１０万円を企業主に対して出しているという雇用促進、企業活性化、そ

ういう観点から行われている事業でございますが、これを基本に、世羅西町の例を基本に

新たに定めるという提案でございまして、この影響額でございますが、新町になりますと

２８０万円ぐらい影響額があるであろうということでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○上本会長 追加説明させていただきました。 

 質問がございましたら、発言ください。 

 質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 質問がないようでございますんで、これから委員の皆さんのご意見を賜りま

す。 

 ご意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ご意見もないようでございますので、商工観光関係事業の取扱いについては

ご確認いただいたということでよろしいでしょうか。 



- 39 - 

 ありますか、井口委員。 

○井口委員 現在、商工会の合併については、各３町の町長さんに陳情書が出てるかと思

うんですが、１８年ということで合併ということを一応うたってるわけで、と申しますの

が、商工会にも３割の財源、３割の県補助金ということで、財源が非常にないところがあ

りまして、特に職員を抱えとるわけです。その職員の問題等ございますんで、早急にそれ

が解決しないというようなところがあるわけで、そこらあたりが県と今調整、協議、また

いろんな指導があっとるわけですが、それで１町に１つの商工会ということになってきま

すと、３つの商工会が１つになりますと、職員が、経営指導員が５名置くところが今県の

方針でいきますと３名になるわけですね。局長が３人おるのが１人になりますね。そうす

ると５人、それに経営指導員とか補助員とかというところを合わせますと、それがまた全

体的に減ることになります。そういうところで、補助金についてもその現状どおりとかと

いうふうに非常に今協議中というところでちょっと進んでないというところがあろうかと

思うんですが、それに十分ご配慮いただきたいと思っております。 

○上本会長 はい、井口委員、すぐここでそのことに対してお答えが難しいんで、承った

ということで、３町の町長承ったということで、その程度にさせていただけばいいんです

が。 

 はい、ほかにご意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、商工観光関係事業の取扱いについては、ご確認いただい

たということにさせていただきます。ありがとうございました。 

 続いて、協議第４２号の建設関係事業の取扱いについても、第８回協議会で提案のみと

しておりますので、まず質問を受けた後、協議に入りたいと思います。 

 委員の皆さんから何かご質問ございますでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 ３６ページでございますが、町道についての一級、二級というふうなことで

現況が基準が甲山、世羅、世羅西というふうに違うんですけども、ここに書いてあります

一級、二級というのは甲山、世羅、世羅西で、これは共通なんでございましょうか。同じ

尺度でできておる町道の基準なんでございましょうか。 

○上本会長 龍田建設部会長。 

○龍田建設部会長 ただいま町道の認定基準で３町の認定基準についてでございますが、
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町道といいますと、道路法に規定された一般の交通に供する道ということでございまし

て、ほかに国道とか県道とか、高速道路等を含めた道路として町道が位置づけられておる

わけでございますが、この基準につきましては、各町それぞれ独自の認定基準を持ちまし

て、議会の議決を得て認定されとる路線でございます。 

 以上でございます。 

○上本会長 他に質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 質問がないようでございますので、これ以後協議に入らせていただきます。 

 ご意見ございますか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 生活道路舗装事業でございますが、３７ページでございますか、甲山町の場

合、地元負担が２０％あります。他はないようでございます。それから「福祉のみち」３

８ページですが、これは事業そのものがない町、甲山町ですね。そのように、３町間に違

いがあるわけです。制度的に見て、甲山町の整備が結果的に遅れているんではないかとい

うようなことも言えるんじゃないかと思うんです。今ちょっとお尋ねしました舗装率を見

てみますと、３６ページに舗装率があります。それぞれ一級、二級、現行では独自のもん

で基準が違うんだというようなお話でしたので、一概に比較できないんですが、甲山町の

場合、一級、二級とも他町に比べて舗装率が低いというようなことがうかがえるわけで

す。 

 それで、短絡的に言えば、甲山町の住民が今までは制度上、不利を見ていたんだという

ようなことになりますが、果たしてこれからの時代に地元負担といいますか。受益者負担

が全くなくて、やっていけるのかどうか、今後の問題ですね。これは議論のあるところだ

ろうと思います。例えば、福祉の問題、先ほども話がありましたが、高いとこへそろえて

いく、この道路の分については、甲山町の今度は負担をとらないわけでしょうから、もち

ろん住民にとって負担なしに生活環境がよくなるということはいいことに決まっとるわけ

ですけども、しかしこれからの財政状況を見たときに、それでは将来行き詰まるじゃない

かと。だから、例えば甲山が１０の予算で地元負担２を取っとるわけですから、合わせて

１２ですよね。１２の事業ができるわけです。ところが、世羅町、世羅西は１０で１０の

仕事をしとるわけですから。こうしたときに、今後とも受益者の負担は一切なしでやって

いくということがいいんだろうかどうだろうか。これは何もこの建設関係事業だけでなく
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て、さっき福祉問題、いいならいいとこへそろえりゃいいじゃないかという、こういう議

論があって、また言うようですけど、前回議長の方から説明の予備資料をつけて出してく

ださいというような話もございました。今回、またこれでどれだけ金が要るのか。現状で

は、どれだけの平年度予算を使っているのか。これをやったらどれだけ増えるのかという

ような説明もございません。どの程度の経費の負担の増になるかお伺いしたいわけです。 

 そこで、この部会や幹事会において、先ほど私が申しました、これは住民にとってはせ

っかくいいことをやろうという調整なんで、私がマイナスのような発言をするということ

は非常に恐縮なんですけど、しかしそういうことも含めて、これからはやはり受益者負担

も若干いただく時代があるんじゃないかということについても含めてそういうような議論

をなさったんかどうか。何遍もいつも言うんですが、とにかく給付については高いとこへ

そろえると、調整をしていくというふうな傾向に思いますので、お尋ねした次第でござい

ます。 

○上本会長 龍田部会長。 

○龍田建設部会長 ただいまの生活道「福祉のみち」町単独事業の取扱いについてのご質

問でございました。制度的に見まして、各町がそれぞれ政策的と申しますか、今まで道路

に対する取り組み方の微妙な経緯の違いというのがございまして、こういうふうな負担等

の相違が出てきておるわけでございますが、新しい町では専門部会ではそういう政策的な

判断も各町の経緯を尊重しながら、できるだけ地元の方の要望にこたえられるようにとい

う方向性を模索しながら一定の方向性として、甲山町、世羅西の例を基本にという、翌年

度から制度を統一するというような専門部会での議論が進んできたわけですが、これから

の時代に受益者負担なしでやっていけないのかと、そういう議論も当然ございました。そ

ういう中で、そういうものを含めて、世羅町、世羅西町の例を一定の指標として翌年度か

ら制度を統一するというような方向で議論が進んできております。 

 それから、制度的でございますが、現在の甲山町につきましては、生活道舗装整備事業

に関しましては、甲山町では平成９年度まで事業を実施しておりまして、以降は制度調整

ということで制度のみ残しておると。世羅町につきましては、平成１３年度をもって事業

を休止しておるというような状況で、再開も含めて世羅町でも検討されております。世羅

西町につきましては、現在実施をされておるという状況でございます。 

 金額的な面につきましては、甲山町につきましては過去１０年間の実績をもちますと、

８１件対応されておられまして、概算で申し上げますが、工事費が５，７４６万７，００
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０円余りと、世羅町におきましては１８２件の１億２３７万７，０００円余りと。世羅西

町におきましては、生活道舗装及び「福祉のみち」を取り組んでおられますが、概算で２

３５件余りで事業費は６，４７４万６，０００円余りの事業費ということで取り組みをさ

れております。 

 それから、これからの事業等につきましては、限られた財源の中で対応させていただく

ことになるとは思いますが、一定の優先順位をつけられて対応していくようになるんでは

ないかと、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

○上本会長 よろしいですか。この分野については、財政的な影響額が算定するのが非常

に難しいというのが事務方ではあったということは聞いておるんですが、それで資料とし

て出してないということなんです。 

 田丸委員。 

○田丸委員 世羅西町の田丸です。建設関係事業の取扱いの分でご質問します。 

 国土調査法の地籍調査の結果が出ておりますが、甲山町、世羅町さんがまだ完了すべて

されてない。世羅西町は全部完了させているというふうになっておりますが、４３ページ

のところですが、統合時までに、合併するまでにおおむねどのぐらい完了される予定なの

か、計画があるのか、お聞きしたいんですが。 

○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 甲山町の場合ですが、ここへありますように、現在全体が９５．６３キロ

平方メートルに対して７１．９８キロ平方メートルですが、本年度山林部を計画しており

まして、山林部が２．３８キロ平方メートルを予定しますので、まだ完了はまだ数年はど

うせかかるという状況でございます。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 世羅町でありますけど、ここへ記載しておりますとおり、平成３２年ま

での予定であります。まだ相当数が残っておりますので、こういった長期にわたるという

ことであります。 

○上本会長 田丸委員。 

○田丸委員 合併までに何ｈａ終わるのかというのをお聞きしたかったんですが。 

○上本会長 田原幹事長。 

○田原幹事長 先ほどの率といいますと７５％を予定されてます。 
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○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 世羅町でありますけど、現在の進捗率が６１％程度であります。今年の

予定が２平方キロですか、といったような状況でありますんで、まだ当分かかるという状

況であります。 

○上本会長 はい、ほかに質問ございませんか。 

 失礼しました。意見がありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ご意見ないようでございますので、建設関係事業の取扱いについては

ご確認いただいたということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 続いて、協議第４３号の平成１４年度世羅郡三町合併協議会決算認定について、事務局

より説明いたします。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 資料４４ページをお開きください。 

 協議第４３号平成１４年度世羅郡三町合併協議会決算認定について。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会決算認定について提案する。平成１５年６月２５日

提出。世羅郡３町合併協議会会長上本仁志。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会決算認定について。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会歳入歳出決算を別紙監査委員の監査報告をつけて認

定に付するということで、４５ページをごらんください。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会歳入歳出決算書で、歳入でございますが、当初予算

額３，０００万１，０００円、現計予算額が１，５００万１，０００円、歳入決算額１，

５００万８３円、歳出が当初予算額が３，０００万１，０００円、現計予算額１，５００

万１，０００円、歳出決算額１，０８７万３，３５３円、歳入差引残額が４１２万６，７

３０円で、これは平成１５年度への繰り越しということでございます。 

 次が４６ページでございます。 

 平成１４年度の世羅郡三町合併協議会歳入決算書。 

 １款負担金、１項負担金で予算現額１，５００万円、調定額１，５００万円、収入済額

１，５００万円で、予算現額と収入済額との比較ではゼロでございます。 
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 ３款諸収入、１項預金利子、予算現額１，０００円、調定額８３円、収入済額８３円、

比較は△マイナスの９１７円でございます。歳入合計が予算現額１，５００万１，０００

円、調定額１，５００万８３円、収入済額１，５００万８３円で、比較で９１７円のマイ

ナスでございます。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会歳出決算書でございます。 

 １款運営費、１項会議費、予算現額が３１３万６，０００円、支出済額が２２６万６８

１円で不用額が８７万５，３１９円でございます。予算現額、支出済額との比較も同じで

ございます。 

 ２項事務費が４５６万６，０００円、支出済額が３４２万８，９３０円で不用額が１１

３万７，０７０円でございます。比較も同じでございます。運営費全体で１款運営費全体

でございますが、７７０万２，０００円の予算現額で支出済額が５６８万９，６１１円、

不用額が２０１万２，３８９円となっております。 

 ２款事業費、１項事業推進費で予算現額６００万円、支出済額５１８万３，７４２円、

不用額が８１万６，２５８円で比較は同じでございます。 

 ３款予備費、１項予備費１２９万９，０００円、不用額として１２９万９，０００円で

ございます。歳出合計が予算現額１，５００万１，０００円で支出済額は１，０８７万

３，３５３円、不用額が４１２万７，６４７円、比較で４１２万７，６４７円となってお

ります。 

 次が４７ページが明細書でございます。歳入決算事項別明細書ということで、１款負担

金、１項負担金、１目負担金でございます。補正後の予算現額は１，５００万円で負担金

が１，５００万円、これはそれぞれ３町から５００万円ずつの負担金で１，５００万円と

なっております。 

 ３款諸収入、１項預金利子、１目預金利子ですが、予算現額は１，０００円で預金利子

８３円の収入済額でございます。歳入合計が１，５００万１，０００円の予算現額に対し

て、調定額１，５００万８３円、収入済額１，５００万８３円ということでございます。 

 次が４８ページをお開きください。 

 １款運営費、１項会議費、１目会議費の予算現額は３１３万６，０００円で、報酬が２

４３万１，０００円で支出済額が１８０万５００円で不用額が６３万５００円出ておりま

す。ここでの不用額は、大きいわけでございますが、小委員会の開催回数を見込んでいた

ため、小委員会が月に１回開催をされてきたということもございまして、２回、３回を見
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込んでいたわけでございますが、それで不用額が出たということでございます。 

 １１需用費３０万５，０００円、支出済額が２２万７，８９５円、不用額が７万７，１

０５円でございます。これは会議用のこうした会議のときに使っております。 

 １３委託料４０万円、支出済額が２３万２，２８６円で不用額が１６万７，７１４円出

ております。これは委託料の中の主なものは会議録の委託でございます。 

 次の２項事務費、１目事務費の予算現額でございますが、４５６万６，０００円、内訳

として報償費が２万円で支出済額はございません。したがって、不用額が２万円そのまま

出ております。 

 需用費が１６１万円、支出済額が１５５万９３４円で不用額が５万４，０６６円でござ

います。ここは、主に事務費ということで、コピー機の使用とかそういったところのもの

が大きなところを占めてります。 

 １２役務費２５万円に対して支出済額は１４万３，７６０円、不用額が１０万６，２４

０円でございます。これは電話とか郵送料の支出でございます。 

 委託料９２万円、支出済額が２２万２９０円でございまして、不用額が６９万９，７１

０円と大きい不用額が出ておるわけでございますが、これは３町の地図を作成するという

ことの業務委託料として当初見積もりを数社からいただいた中で予算計上し、取り組んで

きたわけですが、入札の結果、安価になったということでこれだけの不用額が出たという

ことでございます。これは合併協議会委員さんにも地図をお配りしたと思いますが、その

地図のことでございます。 

 次に、使用料及び賃借料でございますが、１４２万４，０００円に支出済額は１３５万

７，２００円、不用額は６万６，８００円出ております。これは、パソコンリース料と

か、そういった関係でございます。 

 １８の備品購入費３４万２，０００円で支出済額は１５万１，７４６円、不用額は１９

万２５４円出ております。それぞれ１款運営費の合計でございますが、予算現額７７０万

２，０００円に対し、支出済額が５６８万９，６１１円、不用額が２０１万２，３８９円

となっております。 

 ２款事業費、１項事業推進費、１目事業推進費、予算現額６００万円で需用費が１６０

万円の予算に対して１０８万１，９８２円の支出となっております。不用額が５１万８，

０１８円出ておるわけでございますが、これは合併協議会だよりほか、この協議会を進め

る上での需用費ということで、印刷費とかそういったものにしているわけですが、できる
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だけ３町とも財政的に非常に厳しい中で負担をいただくということもございますので、事

務局としても一定の整理をする中で、節約等もしてきた中で不用額が出てきたということ

でございます。 

 次に、役務費が２０万円の予算額に対して支出済額は４万４，５８０円、不用額１５万

５，４４０円です。これは郵送料でございます。 

 １３委託料４２０万円の予算に対して、支出済額は４０５万７，２００円、１４万２，

８００円の不用が出ております。ここの委託料はホームページの作成、３町例規策定、新

町建設計画、そして新町の名称募集のホームページ等の委託料でございます。 

 ２款の事業費の予算現額６００万円に対して、支出済額が５１８万３，７４２円、不用

額が８１万６，２５８円でございます。 

 ３款予備費、１項予備費、１目予備費でございますが、現計予算額１２９万９，０００

円で、充用等がございませんので、そのままが不用額となっております。歳出合計が１，

５００万１，０００円の予算現額に対して、支出済額は１，０８７万３，３５３円、４１

２万７，６４７円の不用額が出ております。繰り越しの主なものは、会議費の報酬、事務

費の委託料、事業推進費の需用費と、そして予備費であるということでございます。 

 この繰り越しが出たものは１５年度へ繰り越しをさせていただきまして、合併協議会の

方でその経費といいますか、各町でもそれぞれ財政の厳しい中でございますので、一定程

度この繰り越しを送ることによって協議会の方で予備費ということでさせていただければ

ということで考えておるところでございます。 

 以上です。 

○上本会長 続いて、決算につきましては監査委員より平成１４年度世羅郡三町合併協議

会歳入歳出決算書の会計監査を受けておりますので、監査委員により監査結果の報告をお

願いいたします。 

○橋本監査委員 失礼いたします。甲山町の橋本でございます。３名の監査委員を代表し

まして報告をさせていただきます。 

 去る６月５日の１３時３０分から、事務所のあります広島県尾三地区の甲山分室におき

まして、そこの会議室におきまして平成１４年度、いわゆる昨年の１０月１日から今年の

３月３１日までの監査をいたしました。 

 当日は事務局長の立ち会いのもとに、若干説明を受けながら監査委員３名全員出席のも

とに監査をいたしました。その内容につきましては、４９ページに示しております報告書
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を朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

 平成１５年６月５日。世羅郡三町合併協議会会長上本仁志様。世羅郡三町合併協議会監

査委員野曽原文男、橋本武生、田中修三。 

 平成１４年度世羅郡三町合併協議会会計監査報告。 

 平成１５年６月５日平成１４年度世羅郡三町合併協議会会計監査を実施したところ、会

計は世羅郡三町合併協議会規約及び財務規程の定めるところにより適正に処理され、関係

諸帳簿並びに証拠書類を照合検査したところ、違算なく正確に処理されているものと認め

ました。 

 以上、報告を終わります。 

○上本会長 ありがとうございました。 

 以上が協議第４３号の説明並びに監査報告をいただいたわけですが、このことに対して

質問、ご意見がございますでしょうか。 

 はい、寺田委員。 

○寺田委員 先ほどの説明で大体不用額等も説明があったんですが、いかにいうても１，

５００万円ぐらいの予算でもって約３０％の不用額が出ると、四百何万円の不用額が出る

ということにつきましては、もう少し予算を編成するときに、もう少し精査をされて、不

用額がなるべく出ないような方向で今後臨んでいただきたいというように思います。と同

時に、各町からの負担金が５００万円ずつ入っております。この数字からいいますと、端

的に言いますと、各町からの負担金は４００万円ずつでえかったんだろうかというように

も思います。 

 それと同時に、各町におきまして、大変財政的も厳しく、この前の事務局の方からも合

併協議会だよりというのを送っていただきましたが、この表を見ますと各町とも歳入の３

０％前後が借入金と基金の取り崩しです。で、私一番心配しとるのは、合併当初に基金が

どのくらいになるんだろうかというのも心配しとるとこです。ということ等もありますの

で、協議会の方の予算の方も精査をしっかりされて、できることなら町からの持ち出しも

少ない方がいいわけですので、一般財源でもありますし、予算編成に当たっては厳しく対

応をお願いをしたいというように思います。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 寺田委員のご意見に対してお答えをいたします。 

 １，５００万円のうちの３分の１に当たる４００万円程度の繰り越しが出るというの
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は、もう少し予算を精査してすべきではないかという、こういうご意見でございますの

で、補正もかけさせていただいたときもご説明を申し上げましたが、合併協議会の会議そ

のものがどの程度要るかということの見込みの中で先ほども説明しましたが、数社から見

積もり等も寄せながら一定の予算編成はしたところなんですが、こうした形で不用額が出

たということにつきましては、今いただいたご意見を十分踏まえ、予算編成等にも充てて

いきたいということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○上本会長 豊田委員。 

○豊田委員 先ほど質問でもありましたが、各町議会でも１，０００万円の負担を承認し

てきましたよね。ところが、これが４０％出せばそれでも余るというような状況では何の

ための１，０００万円だったかということを町民から聞かれればその責任を問われること

になります。当時は、それにまことしやかな説明があって、賛成をしてきたと思います。

決算においてこういう状況でありまして、その節約をしたから余ったというような中身も

多少ありましたが、それはそれとしてええことですが、予算を立てるときにもっと厳密に

立てていただきたい。そのために、県の方も指導に入っておられるんじゃありませんか。

あるいはこの後、監査委員の報告では計数が正しく正確にされたということだけに終わっ

ていますが、しっかりここの中身としては指導されておられると思うんですが、この文言

に書いてないので、されてなかったんかもわからんのですが、そこのとこは監査委員はい

かがですか。 

○上本会長 橋本監査委員。 

○橋本監査委員 監査は今回初めてで、１４年度の内容については１回だけですので、指

導するとかというようなことは、そういう時期はございません。ただし、事務局長が説明

しましたように、できるだけの節減をしてきたということについては、うなずける点があ

りました。その程度にして、今後はこういうようにしなさい程度のことは申しましたけど

も、豊田委員がおっしゃるような具体の指導はいたしておりませんが、予算を執行する上

で適正な予算計上はされていたものと思います。 

○上本会長 他に質問、ご意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、平成１４年度世羅郡三町合併協議会決算認定については

ご確認をいただいたということでよろしいでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは続いて、協議第４４号第１０回世羅郡三町合併協議会の日程について、事務局

長より説明をいたします。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 ５０ページをお開きください。 

 協議第４４号第１０回世羅郡三町合併協議会の日程について。 

 第１０回世羅郡三町合併協議会の日程について提案する。平成１５年６月２５日提出。

世羅郡三町合併協議会会長上本仁志。 

 第１０回世羅郡三町合併協議会の日程について。 

 第１０回世羅郡三町合併協議会は、次のとおり開催する。 

 日時、平成１５年７月２３日水曜日、午後１時３０分。場所、せらにしタウンセンタ

ー。 

 以上が提案でございます。 

○上本会長 以上が協議第４４号の説明です。何か質問、ご意見ありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、第１０回世羅郡三町合併協議会日程についてはご確認い

ただいたということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 ここで休憩をとりたいと思います。５時１５分まで休憩いたします。 

午後 ４時５５分休憩 

午後 ５時１５分再開 

○上本会長 それでは、おそろいのようでございますんで、休憩を解いて協議に入りたい

と思います。 

 続いて、次第３の（４）の提案事項に移ります。 

 提案事項につきましては、本日は提案内容の説明と質疑のみを行い、協議決定は次回の

協議会で行っていただくことになります。 

 それでは、協議第２４号の２一部事務組合等の取扱い（その２）について、事務局より

説明いたします。 
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 山口事務局長。 

○山口事務局長 お手元の資料５１ページをお開きください。 

 協議第２４号の２一部事務組合等の取扱い（その２）について。 

 一部事務組合等の取扱い（その２）について提案する。平成１５年６月２５日。世羅郡

三町合併協議会会長上本仁志。 

 一部事務組合等の取扱い（その２）について。 

 １、世羅甲山久井斎場組合及び世羅西町大和町環境整備組合については、合併の日の前

日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に新たに加入する。 

 ２、株式会社セラアグリパークについては、その出資金を新町に引き継ぐ。 

 ３、財団法人せらにしいこいの広場協会については、その出資金を新町に引き継ぐ。 

 ４、土地開発公社については、合併の日の前日をもって甲山町土地開発公社を解散す

る。新町において世羅町土地開発公社の定款を変更し、新町の土地開発公社とするという

提案内容でございます。 

 ５２ページは、斎場の運営に係る一部事務組合である世羅甲山久井斎場組合と世羅西町

大和町環境整備組合の調整内容でございます。組合の名称から執行機関までを掲載してお

ります。 

 ごらんのとおり、世羅甲山久井斎場組合については、関係町は世羅町、甲山町と久井町

でございます。世羅西町大和町環境整備組合については、関係町は世羅西町と大和町でご

ざいます。現在、この２つの組合があるわけです。ここでの調整は、同じ目的により共同

処理事務をしている組合が新町に２つ存在するということになり、調整することになりま

すが、関係町もそれぞれ新町合併を施行されており、関係町との調整に時間を要すること

から、世羅甲山久井斎場組合及び世羅西町大和町環境整備組合については、合併の日の前

日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に新たに加入するという案でござい

ます。 

 ５３ページは、第三セクターの調整内容でございます。 

 第三セクターとは、地方公共団体が出資出捐を行っている商法や民法による法人でござ

います。 

 ごらんのとおり、世羅町に株式会社セラアグリパークがございます。業務開始は、県民

公園と一体的に事業を推進されることから平成１４年１１月１日に設立し、平成１８年４

月１日の事業開始に向けて現在準備が進められているところであります。資本金は１，５
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００万円で、出資団体及び出資割合については、世羅町が出資割合５１％で７６５万円、

小西酒造株式会社が出資割合３４％で５１０万円、株式会社ダイナックが１５％で２２５

万円となっております。代表者、役員総数、社員数はごらんのとおりでございます。事業

目的は、世羅町からの農業公園の管理運営受託を初め、ほか７点がございます。 

 事業内容は、広島県が整備する世羅県民公園と隣接し、一体的に整備する農業公園、ワ

イナリー、レストラン、ファーマーズマーケットの維持、管理、運営を行うことにより、

新たな農業振興と観光産業の活性化を図るというものでございます。 

 会計年度は、初年度は１１月１日から６月３０日となっており、次年度以降は７月１日

から６月３０日となっております。ここでの調整は、株式会社セラアグリパークについて

は、現在出資している出資金を新町に引き継ぐという案でございます。 

 続いて、５４ページは財団法人の調整内容でございます。 

 世羅西町に財団法人せらにしいこいの広場協会がございます。業務開始は昭和５０年７

月で、法人化したのは平成２年１２月２０日からとなっております。資本金３，０００万

円で世羅西町が出資割合１００％で出資しているものでございます。代表者、役員総数、

社員数についてはごらんのとおりでございます。 

 事業目的は、青少年野外活動施設の提供で、事業内容にありますようにオートキャンプ

場を初めとする施設の提供なり、クアハウス、レストランの運営をしているものでござい

ます。 

 会計年度は４月１日から３月３１日となっており、施設管理委託料として平成１４年度

に１，３００万円を支出しておりますが、世羅西町においては計画的な縮小を図るべく現

在調整がされているところでございます。ここでの調整は、財団法人せらにしいこいの広

場協会については、現在出資している出資金を新町に引き継ぐという案でございます。 

 続いて、５５ページは土地開発公社の調整内容でございます。 

 ごらんのとおり、甲山町と世羅町に土地開発公社がございます。この土地開発公社は、

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立された法人でございます。甲山町土地開発

公社と世羅町土地開発公社の現状をそれぞれ掲載しております。業務開始については、甲

山町土地開発公社が昭和４８年３月２８日で、世羅町土地開発公社は昭和６３年５月２日

となっております。 

 資本金については、甲山町土地開発公社が１００万円、世羅町土地開発公社が５００万

円となっております。それぞれの町が１００％の出資割合で出資しております。代表者、
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役員総数、事務局についてはごらんのとおりでございます。 

 事業目的は両公社とも同じでございます。平成１４年度末の主な財産について、預金、

土地、借入金で掲載をしております。世羅町土地開発公社の借入金は、農業公園予定地の

先行取得によるものでございます。 

 会計年度は、それぞれ４月１日から３月３１日となっており、平成１４年度における行

政支援額については、世羅町土地開発公社へ１５万円がされております。 

 ここでの調整は、新町における土地開発公社の数については、法律上の制約はありませ

んが、業務内容の同じ公社が複数存在することは、業務の一体性の確保と効率的な運営を

図る観点から調整が必要となり、土地開発公社については合併の日の前日をもって既に業

務が終了している甲山町土地開発公社を解散し、新町において世羅町土地開発公社の定款

を変更し、新町の土地開発公社とするという案でございます。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 続いて、（株）セラアグリパークについて机上配付しております内容につき

まして、世羅町の金尾副幹事長より説明いたします。 

 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 それでは、資料に基づきまして農業公園の経緯等について一定の説明を

させていただきたいと思います。 

 世羅町権現山地区に建設される県民公園、農業公園の事業経緯についてご報告させてい

ただきます。昭和５０年度から平成９年度まで、当地域では国営広島中央台地農地開発事

業が行われてきました。開発後の世羅大地の活性化策、土地と国営について論じる中で、

平成７年３月に広島中央アグリリゾート構想がまとまり、開発残地の活用方策として地域

の基幹産業である農業を核とした地域活性化構想がそれぞれ指示されたところでありま

す。その中に、権現山地区に広島中央農業公園整備構想があったわけでございます。以

後、その具体化に向けての取り組みとして、関係５町による県知事への要望書の提出、平

成７年７月でありますけど、そういった要望書の提出を行う中で、県の予算措置によりま

して、基本計画策定の方向が示されました。関係５町了解のもとで基本計画の策定が進め

られることになったわけであります。それが平成８年６月であります。この時点で施設の

運営は地元主体民活の条件が提示されておるところであります。県における基本構想の策

定は進められましたが、事業の具体化に当たりましては，農水省サイドの予算から建設省

サイドの予算に振りかえられたということで、都市公園、県民公園として整備される方向
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となったわけであります。 

 県民公園の誘致につきましては、県内の各自治体が要望を行う中で、１９７カ所の候補

地が県内から挙がりました。この中から７つの候補地に絞られ、そして２候補地に絞られ

てきました。その中の一つの候補地が世羅町の権現山地区でありました。県のほぼ中央に

位置すること、フライト・フルーツロード、あるいは松江尾道線の横断道路等、広域道路

網による交通の利便性、施設観光農園との連携の集客数の増加などが選定要件として加味

されたというふうに聞いております。 

 先ほども申しましたとおり、広島県知事の条件として基幹施設については広島県が整備

をしましょう。そして、その他は地元が負担ということでありますが、施設の運営は地元

主体での民活でとの条件がありました。そういった中で、世羅町では県民公園の誘致の取

り組みとして民活導入による農業公園の整備構想を策定し、民間との折衝を行ってきたと

ころであります。結果、平成１１年３月に知事立会のもとで株式会社ダイナックと交流施

設整備協力協定書の調印を行ったところであります。県民公園の誘致に積極的に対応して

まいったところであります。 

 以降、農業公園整備交渉に基づきまして、民間との協議を進めてまいりましたが、参画

企業を取り巻く状況等の変化により、民間の枠組みを余儀なくされたときもありました。

現在の小西酒造と協議を開始し、平成１４年４月、小西酒造、ダイナック、世羅町の３者

に広島県及び三井物産の立会を得まして、農業公園の維持、管理、運営に関する協定書を

締結したところであります。 

 この間、県民公園事業につきましては、民活枠組みの遅れ等により事業着手が先送りさ

れた経緯があります。農業公園の具体化が事業全体の進捗状況に大きく影響を与えたとい

うところであります。小西酒造、ダイナックとの枠組みの決定に一定の前進はしたところ

でありますが、さらに県民公園事業推進の具体化に対して求められたものは、農業公園の

管理運営主体の確立でありました。セラアグリパークは、こういった求めに対して平成１

４年１１月１日に設立をしたものであります。このことによりまして、県民公園事業の進

捗は一気に加速し、現在に至っているという状況であります。 

 ２ページ目で県民公園についてとありますけど、最後のカラーコピーを見ながらお聞き

いただければと思います。 

 県民公園の範囲につきましては、カラーコピーで見ますと右側の上の冒険の森、それか

ら中央のふれあいの広場、それから左上側の自然生態の里、こういった３つのゾーンから



- 54 - 

できております。当面、このふれあいの森を行っていくという計画であります。 

 農業公園につきましては、右下といいますか、駐車場と交流のまちというのが調整地で

あろうと思いますけど、そのところが農業公園部分であります。来られた人には境がある

わけではありませんので、どこが農業公園でどこが県民公園でというふうなことはわから

ないと思います。農業公園の部分については、赤の実線で囲っておる範囲が農業公園の範

囲であります。残りはほとんど山林でございます。 

 県民公園につきましてですが、目的として世羅高原の持つ魅力ある風土の下で県民の安

らぎ交流拠点を基本テーマに地域交流や自然との触れ合いを通じ、心身をいやし、リフレ

ッシュできる公園として整備する。さらに、隣接する農業公園及び近隣に集積する既存観

光施設とのネットワークを構築することに地域産業の振興に寄与するといった目的であり

ます。事業概要でありますけど、都市公園として整備されるわけでありますが、全体が６

４ヘクタール、うち１期分として２３ヘクタールが施工されます。年間利用者数でありま

すが２６万人の想定されております。施設の概要として、下の方に括弧書きで書いており

ますけど、１期工事として２３ヘクタール、ふれあいの広場、施設面につきましては、そ

こへ掲載をしておるとおりでありますので、省略をさせていただきます。平成１８年春を

目標にプレオープンをするということで進められております。 

 ２期工事以降につきまして、自然生態の里２０ヘクタール、冒険の森２１ヘクタール、

これにつきましてはそれぞれ施設名がありますけど、供用開始の時期については未定であ

ります。総事業費が７４億円と今現在で試算をされております。１期工事分については現

在４０億円ということで進められておるところであります。 

 それから、３ページ目でありますが、３ページ目が農業公園であります。先ほども言い

ましたように交歓の街と駐車場といった整備に１期分で行う予定であります。目的としま

してナシ、リンゴに続く果実としてブドウの生産を行い、これを活用したワイナリーを核

とする交流施設を整備する。このことにより、県民公園と郡内の既存観光農園と相互に連

携することにより、世羅高原への入り込み客の増加を図るとともに、地域の食材供給や農

産物の直販による新たな販路の開拓を行い、新たな農業振興を図るというものでありま

す。 

 事業概要につきましては、計画面積が２０ヘクタール、うち１期分については４．８ヘ

クタールということで交歓の街と駐車場と調整地、その付近で４．８ヘクタールというこ

とであります。年間利用者数は１９万人を見込んでおります。 
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 それから、１期工事として交歓の街４．８ヘクタールでありますが、施設につきまして

はそこへ記載をしておるとおりであります。平成１８年春を目標に現在取り組んでおると

ころでございます。２期工事としては、ワインヤード、展望台、遊歩道等の説明がありま

すけど、これについては未定であります。事業費につきましては、１期工事分として約１

２億円ということで進めております。それぞれ進捗状況につきましては、現在は県民公

園、農業公園とも用地の取得を行っているという状況であります。 

 以上です。 

○上本会長 以上が協議第２４号の説明を終わります。 

 これから質問を賜ります。ご質問いただきますことを随時発言ください。 

 小川委員。 

○小川委員 セラアグリパークのことについてご質問させていただきますが、先ほどの説

明の中で基幹施設は広島県ということですが、この管理運営の資本金が１，５００万円で

すが、この運転資金に果たしてその１，５００万円でこれが足りるのかどうか、その内訳

がわかれば教えていただきたいのと、それから５１％、３４％というように割合がなって

おりますが、株式会社でございますので、株数が額面株幾らかという、恐らく５万円じゃ

なかろうかと思うんですが、総数は３００株でよろしいのか。 

 それから、この資本金の中の別に現物の出資等があるのかないのか。その３点をお伺い

いたします。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 まず１点目の管理運営でございますが、県民公園部分についての管理は

県が行います、広島県が行います。農業公園部分についての管理運営をアグリパークで行

うということであります。運転資金等についてでありますけど、当然当初１，５００万円

で足りるかということでありますが、開業費については、それぞれの民間から出していた

だくような収支計画にしておりますので町として開業費云々ということはございません。 

 それと、株につきましてはおっしゃられたとおりであります、５万円の３００株。それ

から、現物出資についてはございません。 

○上本会長 溝上委員。 

○溝上委員 このセラアグリパークのいわゆる経営計画といいますか、要するに大体どの

程度の時間でどのような長期経過といいますか５カ年計画といいますか、そういうふうな

いわゆる経営計画というのはどの時点で示されておるわけですか。 
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○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 当然、経営計画についてはございます。新聞等でもありましたけど、当

初から縮小したというふうなことで報道もされましたけど、当然、この経営計画について

は、それぞれの会社と協議をしながら計画を作っております。１つは、このハード部分を

補助金をもって行うという大前提がございますんで、その補助金を得るためのことも加味

しながら経営計画を作っております。ですから、例えば農水省、中四国農政局であります

けど、その辺等のやりとりの中でより厳しいものを求められてきております、実際。です

から、そういった意味では、経営計画をその時点その時点で参画会社の理解を得ながら変

更するということもあります。そうせんと、補助金等で行うという事業でありますので、

非常にハードの施設ができにくいと言うたらあれですけど、なかなかそういった面では補

助金を活用して事業を行うということで非常に制約があるわけです。それをクリアするよ

うな計画ということでも進めておると。 

 具体的に、収支等についてどうなのかということでありますれば、１０年なりの計画は

あるわけですけど、それをこの場に云々ということにはならないと思います。一応、経営

安定面での試算をしておりますんで、そういったところの数値は申し上げることができよ

うかと思います。 

○上本会長 溝上委員。 

○溝上委員 いわゆる、これは一つの企業といいますか、営利団体ではないといいまして

も、やはり稼がにゃやっていけん団体と思うんで、単年度ごとのいわゆる試算を積み上げ

ていく。要は、ハードで物を作るのに補助金をいただくということでなくして、それはそ

れとして、その１年間の収支がどうなのかという積み上げがないと、これを第三セクでも

どこでもあるように赤字が積み重なってきて動きがとれなくなるというようなことが可能

性がないわけでもない。ですから、いわゆる単年度のもとの経営の数字の積み上げという

のがやはり安定年次までのかなり確実な数字が求められると思うんですが、やはりこうい

うことも、特にワイナリーあたりというのが非常にどのワイナリーも厳しい状態になって

おるんで、そこらもかなりの確実な数字を積み上げていただいたものを示していただけた

ら議論がしやすいだろうと思います。次回、この数字を挙げての説明を求めたいと思いま

すんで、資料を作っていただけたらと思います。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 安定年次の資料につきましては、再提出いたします。 
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○上本会長 他に質問はありませんか。 

 小川委員。 

○小川委員 先ほどの質問した、お答えになった中で、ですから世羅町としては管理をす

べて委託するという格好ですね、小西さんとダイナックさんへ。第三セクターへ委託する

と。そうした場合は、もしそこで運転資金が当面なくなってくるというときには、ですか

ら世羅町さんの方がこうしてまた何らかの形で援助すると、その割合によって援助してい

くというやり方ですかね、ことが考えられますよね。そういう考え方でいいんですかね。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 開業に当たっては、最初申しましたように、開業費というものを小西酒

造とダイナックが提供することになっております。ですから、イコール運転資金になって

こうと思うんですけど。そういったことで対応していくという計画であります。 

○上本会長 小川委員。 

○小川委員 しかし、あくまでも株式でしょう。株式ならその管理委託、これだけしかあ

りませんよという考え方で資本金を積み上げたものを委託した以上、で足らんようになっ

たらという考え方は当然私はあってくると思うんですけどね。これは意見になってくるん

で、そっから先言いませんが、そういう考え方ならそういう考え方での説明で、今回はよ

ろしいです。 

○上本会長 他に質問はありませんか。 

 井口委員。 

○井口委員 メーン銀行はどこなんでしょうか、第三セクターの。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 世羅郡農協であります。 

○井口委員 これ、出資割合で世羅町が５１％、小西さんが３４、ダイナックが１５とな

っておりますけども、この出資割合の根拠はどういうことでこういうことになったんでし

ょうか。いわゆる３４％という数字が非常に怖い数字なんで、ここのところを説明してい

ただきたいと思うんです。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 出資割合でありますけど、公と民間とにつきましては、過疎債の適用で

あるとか、そういった関係で公が半分以上を出資しなければならないという規定がござい

まして、町が５１％の出資をしたということであります。民間部分については、小西さ
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ん、ダイナックさんとの話し合いというしかお答えができません。 

○上本会長 井上委員。 

○井上委員 単純なことをお聞きします。 

 確かに出資金については、新町に引き継ぐとなっているんですが、これには必ず各種団

体、一部事務組合の中には代表者がおられますが、これ代表者が解散する場合は新たなも

のでよいと思うんですが、代表者が解散しないそれぞれの一部事務組合については、それ

ぞれ町長がなっているんですけど、そのときの町長が就任されると。出資金だけ引き継い

で、例えばセラアグリパークについては松山さんが代表取締役社長としてずうっと就任し

たままになるのか。せらにしいこいの広場協会については、上本仁志がずうっと将来にわ

たって代表者となっていくのか。ここの部分には出資金を新町に引き継ぐだけとしか明記

してありません。多分登記してあるはずですから、登記事務についても全部変更されるの

か。いやいや出資金だけ新たな町が引き継ぎますよと、代表者は松山ですよ、上本ですよ

というものにしてしまうのかどうなのかというのがないとは思うんですが、１点。 

 それと、農業公園についてですが、今いろいろご説明を受けたんですが、参考資料の中

の３ページの中を見させていただいて、県民公園については県が恐らくまあまあやってく

れるんだろうなと期待はしてますけど、一番我々の町として一番問題視せにゃいけんのは

農業公園でありまして、その中で前段でブドウの生産を行いといって書いてあるんです

が、下の要するに事業概要の中ではワインヤード、ブドウ畑は未定なんですよね。ブドウ

畑、要するにワイナリーを作ろうとしよんのにワインヤード、ブドウ畑が未定で、要する

に加工施設とか、そういう要するにハード部分だけは１８年春が目標であって、一番もと

となる生産する一番原材料になる部分の部分は未定というんで始めていいんですか。も

し、要するに未定がそのまま続いた場合、当面という字が非常に好きなんで、当面といい

ますか、未定の部分が延々と続いた場合、ワイナリーはどういうふうな形で運営をされよ

うとされとるんか、ちょっとお聞きしてみたい。不思議な世界だなという気がしますん

で、そこら辺はどう考えておられるんだろうかなと思います。 

 以上、２点についてたちまちご返答願いたい。 

○上本会長 はい。世羅西町の旅行村のことについてのお答えをさせていただきますが、

今現在では旅行村は世羅西町長が理事長ということでやってございますが、このことにつ

きましては、私も就任以来、独立採算制という方向への位置づけでいろいろな取り組みを

してきてございます。今、年間経費１４年度で１，３００万円を委託料として、その範囲
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の中で事業をやっていただくと。できるだけ、ある程度の委託料で運営していただくとい

う方向を試行錯誤しながらやっておる。いずれの時期独立していく方が望ましいというこ

との取り組みはしてございますが、合併までにそのことができるかどうかということにつ

いては少し状況、全体的な状況を見れば厳しいところがございますが、これからの議論の

中でこれからの旅行村の運営についての方向性はある程度の一定の合併までに整理をする

必要もあるだろうというところまでのことしか今お答えができないと思います。 

○井上委員 旅行村については全部登記してるんですから。 

○上本会長 そこらを含めて、その経営内容を含める中で将来にわたってどうなるのかな

という議論はする必要があろうというふうに思いますけども、次どうなりますかというこ

とについては、今お答えはちょっとまだ難しいかなというふうに思います。現状のままで

いくとすれば、当然町の代表者がそのまま引き継ぐということになるというふうには思い

ますが。 

○井上委員 だから、かわる可能性もあるという、ただうちの旅行村については、上本町

長が代表者ですからそういう答弁はできると思うんですが、将来にわたってすべての施

設、３町の中へまたがった分がいっぱいあるわけですから、それぞれの代表理事あるいは

代表者が決まってるわけですけど、恐らく３人さんが町長になるこたあないと思うんで、

１人の町長になると思うんで、そのときには代表さんも全部かわられるんなら登記簿自体

を全部やりかえにゃいかんですね、登記自体を。そういった部分、これには出資金だけし

か書いてないんです。 

○上本会長 ちょっと、少し確認、旅行村は公益法人ということなんで、その法人という

のは行政のトップが引き継ぐということが基本だということらしゅうございます。申しわ

けございませんでした。 

 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 ２点のご質問だと思いますけど、代表者について、これはアグリパーク

の場合は株主総会でかえることができます。ですから、株主総会の決定として当然かわれ

ば登記も行われなければならないというものであります。 

 それと、ブドウ畑の件でありますけど、ワインヤードについて当初は公園の周囲に計画

をしておりました。しかし、現状の状況を考える中で世羅町としては、国営の開発農地が

あり、が、まだ入植ができてない。あるいは、そういった状況があります。そういった中

で、新たな農地を開発して入植者を募集してということは、今現在国営の開発農地等々で
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入植者がないものを新たな農地の開発はできないということで、これにつきましては世羅

町議会でもそういったところがあるので、このワインヤード部分についての開発は当面行

わないという方向で未定としております。ですから、今現在はそれぞれの団地であると

か、個々の農家であるとか、そういった方にブドウの栽培の説明会なりを行って、その面

積の確保を図っていきょうるところであります。 

○上本会長 井上委員。 

○井上委員 ということは、今の説明を受けたらあくまでも原材料となるブドウについて

は、何も計画はでき上がってないと。とにかく募集をかけるだけですよと、新聞紙上とか

いろいろな部分でとてつもない割合で町が負担して募集されてた部分は見てますけど、そ

ういった形で郡内の中の農業者に対して募集をかけていくという形で、要するにワイナリ

ー自体を運営していこうとされてるわけですかね。ワイナリー自体は１８年に完成するけ

ど、ブドウ自体がワイナリーが運営できるだけの量が確保できるかっていうのは未定とい

うことですね。それで、もう既にこういった方向で進んでるという実態ですね。そこだけ

はっきり教えてください。原材料も確保してないのにワイナリーは１８年からしますよと

いうことをおたくらは決めておられるということですね。はっきりしてくださいよ。材料

がないのにワイナリーなんて経営できませんからね。ワイナリー自体、あっこの農産物処

理加工施設ワイナリーとしてありますけど、あっこも削除されるんなら、下のブドウ畑が

ブドウが確保できるということが確約ができた時点で、例えば１８年目標でも１９年目標

でも１６年目標でも構わんと思うんですが、そういうことが確保もされてないのに、ただ

施設のだけは先にしますよと。将来、もしブドウが確保できなかったらこの施設はどうさ

れるんですか。要するに、牛肉だけを売って歩こう、あるいはアスパラだけを売って歩こ

う、ワイナリーは実はうそなんですよと。できませんでしたという報告をされるんです

か。我々は聞き及んでるのは、あくまでもワイナリーを主にということを聞いております

んで、そういった中でブドウ畑の確保がまだできてないという現状の中で、計画の中では

建物だけはしていくと。加工場だけはしていきますよということになると、ワイナリー用

の加工場を造るわけでしょう。決して牛肉たたく施設を造るわけじゃないでしょう。他に

運用できるんですか。焼酎でも作るんですか。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 ブドウの計画でありますけど、当然これを始めるに当たって世羅町とし

てブドウの振興計画を作成しております。そのスケジュールに基づいて今進めておるとこ
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ろであります。実質は平成２３年になろうかと思います。成園化ということになると２３

年になろうかと思いますけど、２０ヘクタールの振興目標をうたってる。そのうち、ワイ

ン用としては９ヘクタールという計画を立てて、それに基づいて今年度もブドウの振興と

いうことで説明会も開催し、行ってきておるのであります。明日の晩になりますけど、明

日はそういった説明会に来られた方々を中心にもっと詳しい説明会を開いていくというよ

うな計画で進めております。 

○上本会長 溝上委員。 

○溝上委員 このワイナリーの問題、これ非常に大事なことでありまして、いわゆるさっ

き出資割合というようなところ、株主総会で決めることができるとおっしゃいましたけど

も、この中で出資金が過半数で決められる部分と３分の２以上でないと重要事項は決定で

きないんですよね、３分の２。ですから、世羅町が５２％、小西酒造が３３％なら世羅町

の主導で、いわゆる行政というか、そういういわゆる第三セクの指導でも物が動くんです

けども、たったここの１％の差で、小西さんが首を縦に振らんと物は絶対動かせんわけで

す。いかに、この中で累積赤字が増えてこようとも、どういう状態が起ころうとも解散は

できませんね、これ、この出資枠だと。小西さんがうちはいいですよと、うちはこの中へ

もう何億円つぎ込んだんですよと、これを補償いただけるんなら、これは考えましょうと

言われたら、これはもう解散も何にもできないような団体の、そういう仕組みになってる

んですよ、この３４％は。ですから、ここで出資割合が、例えば世羅町さんが５２％、あ

そこに１％のわずかに１％、１５万円ですか、１，５００万円の。ここに大きな落とし穴

があったんだなと。このことは非常に恐ろしいことなんです。ですから、これは過半数の

株を持っておるから大丈夫だなんて思ったら大間違いで、重要事項は何も決定できないと

いうことを肝に銘じてブドウも作らないと、ブドウができなくてうちはワインが製造でき

ないんで、これは世羅町さんの責任ですよと言われたら、これは物が言えないような仕組

みなんです。ですから、そのブドウとワイナリーというのは、これはブドウは少なくとも

小西さんの責任において調達するということがうたわれないと取り組むべきではないと思

います。 

○上本会長 質問というふうにまとめていただきたいんですが。 

○溝上委員 先ほど言いました３３％、ここのところをもう一度説明していただきたいと

思います。この出資割合でよろしいんですね、ここを念を押しておきます。 

○上本会長 金尾副幹事長。 
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○金尾副幹事長 既にこれで立ち上げてますんで、県等ともそういった出資割合等につい

ては協議をした経過がありますので、これでいいと思います。 

○上本会長 続いてということで。 

○溝上委員 いわゆるこれで会社は設立されておるわけですから、もうこれ動かせないと

いうことになりますと、ブドウ栽培についての資材の調達についてのワインの、このこと

は小西さんは一切関知しませんよと、あくまでこれは地元の農家の人で調達してください

という、こういう取り決めが行われているのかどうか。いわゆる、うちは例えば地元でワ

イン用のブドウが調達できない場合は、みずからが調達してでもこのワイン工場はやって

いきますということがあるのかどうか。これ非常に大事なとこです。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 地元で調達をしていただくということが大前提だろうと思いますが、今

の段階では地元調達をもとにしております、計画であります。 

○上本会長 石岡委員。 

○石岡委員 ちょっとお伺いいたします。今までいろいろ質問が出た中で、それがクリア

できたとして、それでまず買う者がいなきゃならないということが大前提で、どこのあれ

もだんだん客が来なくなって細っていったという、ここへ１９万人という数字が出とるん

ですが、どういうデータのもとにこういうようになった、１９万人がそれを最低限でだん

だん増えていくんだと、５年後から２０万、２５万というようなあれなら安心しとられる

んですが、今日も時間がないというような話を聞いておりましたので、次回にそのデータ

があれば出していただければと思います。 

○上本会長 集客のデータは出せますよね。どうです。言える。今すぐお答えするという

ことです。 

 馬場室長。 

○馬場農業公園推進室長 産業部会一部事務組合幹事ということで出席をさせていただい

ております。世羅町の公園推進室の馬場と申します。 

 先ほどの１９万人の根拠という質問がございました。この件につきましても、先ほど金

尾助役の方から見直したという経緯がございます。といいますのは、ご存じのように瀬戸

田とかシトラスパークという厳しい実態がございます。本町が１９万人というのを今算定

をいたしておりますのは、隣接をします県民公園が２６万人という数値を県の方ではじか

れております。これと世羅町に既存の３町への農家の観光農園ですかね、ここに５０万か
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ら６０万のお客が参られます。そういったことをもとに、県民公園からはそのうちの約８

万人ぐらいがお見えになります。それから、３町の観光農園と連携をすることで数値はま

たその中から恐らく四、五万人は連携によってお見えになると。また新たに施設がワイナ

リー、そしてレストランでございますので、そういった施設を目的にお見えになるお客さ

んもあると。それから、おっしゃっておられましたように、やはり地元で盛り上げていく

という施設でございますので、地元でワインの会とか、こういった立ち上げによって３，

０００人ぐらいは年間に入っていただくと、そういった積み上げの中で１９万人を積算を

いたしております。今現在、こういった人数を県を通しまして国に申請をいたしておりま

す。そういったことで１９万人を算定をいたしております。 

○上本会長 横山委員。 

○横山委員 ３ページの資料、ちょっと。３ページで１の目的とかなりお話を聞く中では

かけ離れたような計画の中の目的から随分離れていったような感じがするわけですね。こ

こに書いてあるのは、ブドウの生産を行いということ。それから、２期工事ではブドウ畑

ということが出ておるわけですが、このブドウの生産も行わないと。ブドウ畑もまた２期

工事の中に入っているような、そういったものを計画の中にないものをここに掲げてワイ

ナリーを核とする云々という、施設を整備するというようなことを書いてありますが、こ

れはどうも、これを見る限りでは、どうも作文のような気がしてならんのですが、そこら

のとこ、どうですか。いま一度その計画のここのブドウの生産というところをもう一遍は

っきりご説明をいただきたいと思います。 

 私もブドウの手伝いによう行くんですが、背丈１メートルぐらいで１房なっとるか、２

房なっとるかぐらいのことです。５年も６年もしないとなかなかなるもんじゃございませ

ん。そこらを計画の一番柱を立てたのが性根抜きなっとるような感じがします。ちょっと

そこらを再度詳しく説明してみてください。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 ブドウの生産を行わないということは言っておりません。ブドウの生産

は当然行っていきます。地元調達ができれば、これは一番いい方法です。今の計画では、

９ヘクタールということで、ワイナリーがすべてワインを作るということでもないんで

す。それはジュースも作ります。ですから、今計画をしておる９ヘクタールの醸造用ブド

ウを着々と実現をさせるということが今与えられとる仕事だというふうに思ってます。で

すから、そのことにつきましては、既設の農園等にも既に植栽をしていただいております



- 64 - 

し、新たに個々の農家の方にも説明会を行う中で作付をしてくださいというふうなこと

で、今現在取り組みをしとると。全く今ゼロということではありません、はい。 

○上本会長 溝上委員。 

○溝上委員 これくどいようですけども、いわゆるワイン用のブドウが必要量だけ調達で

きなかった場合にはどうするのかということが小西さんと話し合われておるのかどうかと

いうことを再度お聞き……。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 話し合っております。 

○上本会長 他に質問はございませんか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 計画のようにうまくいけば喜ばしいんですが、始めたころは何か珍しさもあ

ってよくはやっているが、徐々にしりすぼみになっているのが今日までの状況だと思うん

です。他の施設で水をかけるようなことを言うてようないんですが、大きいとこでもそう

いうことですね。東京ディズニーとかほんの一部のそういう観光的なとこがはやっている

ので、長崎でも四国でも大きなのをやってますがだめになりましたね。そういうとこから

見ると世羅町だけがうまくいくという保証は見えないんですよ。期待はしたいんですけ

ど、現実は経済の成り行きなどから見て厳しい。先ほどの論理からきても厳しいと思うん

ですが、まだ次に計画などのその資料は出されるということですが、ここに出してはいけ

ない資料というのもあるんですか。もしそういうのがあれば出してほしいんですが、これ

だけは出せないという資料があるならある。もっと先ほどの資料を出しますという資料以

外にもあったらぜひ出してもらって、ここは恐らく役場の位置以上に問題になるかと思う

んです、私らは。ぜひ後から言われて出すよりも、先に出して早い論議をして、納得のい

く論議で物を進めていく方が結果は早いですから、あれ隠しとった、これ隠しとったとい

うようなことがあれば、事は大きくなって遅くなると思うんです。そこらはいかがでしょ

う。 

○上本会長 協議会運営に当たっては、説明はしっかりしていくという基本原則をもって

この協議会を開いて、説明員はその都度的確に答えるように資料を持ってやるように努め

てございますんで、故意にこのことについての資料を出し惜しんでという会議の運営には

なってないと、私は今思ってございます。これ以上の答弁はお許し賜りたいと思います。 

 佐藤委員。 
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○佐藤委員 この資料を見てちょっと疑問に思って、勉強不足だと思うんですけども、こ

の民間の施設のダイナックっていう会社と小西酒造さんという会社がどういった会社でど

ういった面でこの農業公園にかかわっていかれるのかっていうのを知りたいです。という

のも、ワイナリーをする以上は、やはりそういったワインの知識とかそういったもので、

今この会社がどのようにかかわっていくのに、おいしいワインが作れるかどうかっていう

こともかかわってくると思いますし、レストランをされる以上、やはりおいしいレストラ

ンを運営していってもらうには、やっぱり技術も要るでしょうし、そういった接客業のこ

ともされてないといけないと思いますので、どういった経緯でこういった会社になって、

どういったノウハウを持ってらっしゃるのかっていうことが重要だと思いますし、あとブ

ドウの生産の方なんですけども、ワインの醸造用のブドウは大体醸造専用のブドウで日本

では余り生産されてないと思うんですけども、ワインが失敗した場合に、この中で醸造用

と食用用のブドウはどの程度の割合で生産されるんでしょうか。食用のものをもしワイン

の方に転用されるんでしょうか、そういうことも知りたいんですけども。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 お答えしたいと思います。 

 ワイナリー部門を小西酒造が行います。レストラン部門についてダイナックが行うとい

うことで、両者の概要等についてはペーパーがございますので、次期の会には出しましょ

う。どういった会社であるかというのは、それを見ていただいた方が口頭で説明するより

よくわかると思います。 

 それと、ブドウの生産でありますけど、先ほども言いましたようい全体で２０ヘクター

ルを計画しております。そのうち９ヘクタールが醸造用であります。質問にありましたよ

うに、醸造専用といった品種もあります。それがこの世羅台地でどういうふうにできてく

るかというのは、今名前を挙げてあれですけど、幸水農園さんの方で試験圃場をつくって

試験をしております、欧州系については。ですから、そのうちどれがこの世羅台地に適す

るのかというふうなことは判断する時期は来ようかと思います。もう一つ、兼用種という

のがございます。生食用にもできますし、加工用にもできるというふうなことで、今小西

さんの方とメーンになっておるのは、広島県から生まれたブドウでハニービーナスという

のがございます。これは生食用でありますけど、これを兼用種としてやっていこうという

ことで進めております。これにつきましては、既に昨年も収穫をしておりますので、酒造

の方で行っております。４品種ぐらい世羅でとれたブドウを送りまして試験醸造を行って
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もらっておりますけど、その中で先ほど言いましたハニービーナスにつきましては、評価

とすれば高い評価を受けたというふうに思っております。 

○上本会長 いろいろ質問もあるかと思いますが、少し時間の制約があることを先ほども

申し上げたかと思いますんで、また次回のときに質問と意見ということでお願いしたいと

思います。 

 あと、本日提案申し上げるのが２件あるわけですが、６時半からこの会場を整備して７

時ということでございますんで、今回は提案のみをさせていただいて、一括として提案さ

せていただいて、次回に意見、協議ということにさせていただきたいと思いますんで、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、提案事項の４５号と４６号について事務局より説明してください。 

○山口事務局長 ページ５６ページをお願いします。 

 協議第４５号各種団体の補助金、交付金等の取扱いについて。 

 各種団体の補助金、交付金等の取扱いについて提案する。平成１５年６月２５日提出。

世羅郡三町合併協議会会長上本仁志。 

 各種団体の補助金、交付金等の取扱いについて。 

 各種団体の補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮しながら、公

共的必要性、有効性、公平性の観点から見直した上で、新町において調整する。 

 （１）同一あるいは同種の補助金等については、関係団体の理解と協力を得て統一の方

向で調整する。 

 （２）独自の補助金などについては、従来の経緯、実績及び目的などを考慮し、均衡を

保つよう調整する。 

 （３）整理統合できる補助金等については、統合・廃止するよう調整するということ

で、現在３町では多様な行政目的を持って各種団体へ補助金などを交付しておりますが、

合併後の新町のおいて、これらの補助金などをどのように取り扱うかということで、特に

同種の団体間の均衡をどのように図るかということで協議調整をすることになります。こ

こでの調整は、世羅郡三町の合併期日は平成１６年１０月１日と既に確認されております

ように、これから１年余りの間に各種団体も整理統合されることが見込まれるなど、現時

点では流動的な要因が多いため、基本方針のみとして各種団体への補助金、交付金等につ

いては従来からの経緯、実情などに配慮しながら公共的必要性、有効性、公平性の観点か

ら見直した上で新町において調整するということで、同一あるいは同種の補助金などにつ
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いては関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整する。独自の補助金などについては

従来の経緯、実績及び目的などを考慮し、均衡を保つよう調整する。整理統合できる補助

金等については、統合・廃止するよう調整するという案であります。 

 資料５７ページから５９ページには、平成１５年度予算計上しております３町の各種団

体への補助金、交付金などを掲載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 ただし、先ほどご説明をしました趣旨から、地方公共団体のみで構成する団体、例えば

甲世衛生組合とか全県的な団体など３町の区域を超えている団体、例えば広島県信用保証

協会への負担金など一定のルールに基づき構成団体間で調整が行われるものや、現在３町

が共通して交付している団体、例えば世羅郡民生員・児童員協議会など新町と団体とで調

整すべきもの、また他の協定項目で協議する団体、または補助金、交付金等、例えば社会

福祉協議会、商工会など、そしてイベントの実施など特定の目的がある場合に限り設立さ

れる団体である実行委員会については、ここには掲載をしておりません。 

 以上でこれの提案説明を終わります。 

 続きまして６０ページ、協議第４６号消防の取扱いについて。 

 消防の取扱いについて提案する。平成１５年６月２５日。世羅郡三町合併協議会会長上

本仁志。 

 消防の取扱いについて。 

 １、消防団は合併時に統合する。分団等の組織は合併時に直ちに機能するように調整す

る。消防計画は新町において新たに定める。 

 ２、消防団員の報酬、手当等は合併時に甲山町の例を基本に統一する。 

 ３、消防団員の任用、出動指令体制、福祉共済制度、訓練及び礼式等は現行のとおり新

町に引継ぎ、任期、表彰制度は合併時に統一する。 

 なお、被服については新町において統一する。 

 ４、消防相互応援協定については、合併の前日をもって廃し、合併時に現行と同様の内

容により締結する。 

 ５、消防施設については、すべて新町に引き継ぐ。 

 ６、三原市との消防事務委託については、合併の前日をもってすべての契約を解約し、

合併時に現行の内容により締結するという提案内容であります。 

 資料６１ページは消防団組織の調整内容でございます。３町の消防団の状況を名称、区

域、団員数、そして分団構成で掲載しておりますので、ごらんください。 



- 68 - 

 消防団につきましては、消防組織法第１５条の規定に基づき設置することとなっており

ます。ここでの調整は、消防団は合併時に統合し、災害時に対応できるよう消防団などの

組織は合併時に直ちに機能するように調整し、消防計画は新町において新たに定めるとい

う提案でございます。 

 続いて、６２ページは消防団報酬、手当の調整内容でございます。 

 ごらんいただきますように、３町に違いがございます。団員報酬については、甲山町と

世羅町は同額ですが、世羅西町に違いがございます。訓練手当については、３町に違いが

あり、ここでの調整は団員報酬と訓練手当において、会議検査などで充実している甲山町

の例を基本に合併時に統一するという案でございます。この案による影響額は約１３０万

円の増が見込まれます。 

 ６３ページは、消防団員の任用、出動指令体制、福祉共済、訓練及び礼式などの調整内

容でございます。ごらんのとおり、出初め式において１月６日から１２日の日曜日と１月

との違いがございますが、すべて３町同じであり、ここでの調整は現行のとおり新町に引

き継ぐという案でございます。 

 ６４ページは、任期、消防表彰、被服の調整内容でございます。 

 任期については、３町に違いがございます。ここでの調整は、団長、副団長の任期を定

めている世羅町の例を基本に合併時に統一するという案でございます。消防表彰について

は、団長表彰のある甲山町、世羅町の例を基本に合併時に統一するという案でございま

す。消防団員の被服等の貸与状況については、現在貸与している被服などは統一するのに

一定の期間を要することから、新町において統一するという案でございます。 

 ６５ページは消防相互応援協定の調整内容でございます。 

 ごらんのとおり、３町同じ内容でございますので、ここでの調整は合併の前日をもって

廃し、合併時に現行と同様の内容により締結するという案でございます。 

 ６６ページは消防施設整備の調整内容であります。 

 ３町の消防車両などや防火水槽、消火栓、消防無線の状況を掲載しております。ここで

の調整は、現在３町これだけある消防車両などの消防施設については、新町に引き継ぐと

いう案でございます。 

 なお、消防屯所については、既に財産及び債務の取扱いと公の施設の取扱いでご確認い

ただいております。 

 ６７ページは三原市との消防事務委託の調整内容でございます。 
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 ごらんのように、３町が同じように事務委託をしておりますので、ここでの調整は合併

の前日をもってすべての契約を解除し、合併時に現行の内容により締結するという案でご

ざいます。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 以上で協議第４５号、第４６号の説明を申し上げましたが、これにつきまし

ては次回協議会で質疑、協議、決定をしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で本日予定をしておりました協議事項は一部継続したものもございますが、一応終

了させていただきます。長時間にわたりまして慎重にご審議、ご協議いただきまして、ま

ことにありがとうございました。引き続き、皆さんの実のあるご審議をいただきまして、

これからも協議項目を着実に一つ一つ的確に進めていきたいというふうに考えております

ので、どうぞ各委員の格別のお力添えをお願いいたします。 

 またなお、議会の方でも協議内容を踏まえて現実的に進展するようお取り計らいいただ

きますようお願いしまして、閉会させていただきます。ありがとうございました。 

午後 ６時２５分閉会 

 

本会議録は、世羅郡三町合併協議会の 荒瀬 聖子委員、松村 明美委員、三木 俊三委
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